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参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

削
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
参
勤
交
代
制
の
形
成
過
程
、
実
施
内
容
、
藩
灯
政
と
の
関
係
な
ど
を
概
観
し
、
そ
し
て
江
戸
幕
府
の
大
名
統

制
策
は
、
①
参
勤
交
代
制
、
②
改
易
転
封
策
、
⑧
証
人
制
、
④
緑
糾
政
略
、
以
下
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
、
こ
の
う
ち
後
二
者
（
③
④
）
が
戦

国
時
代
以
来
の
殊
更
に
日
新
し
く
も
な
い
政
策
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
―
―
者
（
①
R
)
は
近
世
魯
藩
制
下
に
特
徴
的
な
大
名
統
制
策
て
、

中
世
封
建
制
と
近
世
封
廷
制
と
を
観
分
す
る
に
も
足
る
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

こ
で
は
、
近
枇
硲
藩
制
下
に
お
け
る
統
一
権
力
の
大
名
統
制
策
を
、
江
戸
幕
府
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
た
め
に
、
前
二
者
を
分
け
て
「
R

四

は
じ
め
に

豊
臣
政
権
下
の
上
洛
参
勤

癒
川
政
権
初
期
の
参
勤
交
代

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に 目

次
ー

九

州

諸

藩

を

中

心

と

し

て

参

勤

交

代

制

の

研

究

（

二

）

丸 (
1
)
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山

薙

成
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前
稿
て
は
、
近
批
大
名
の
参
勤
交
代
の
始
癒
を
考
え
る
に
際
し
て
、
錬
倉
・
室
町
熊
府
下
の
武
家
の
出
仕
制
に
関
連
あ
る
語
句
と
し
て

「
参
勤
」
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
室
町
幕
府
は
守
護
大
名
の
過
半
に
京
都
に
屋
敷
を
も
た
せ
て
在

京
を
強
制
し
、
た
や
す
く
下
国
・
在
国
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
京
都
に
は
幕
府
職
制
の
中
に
三
職
・
御
相
伴
衆
・
国
持
衆
・
准

国
杓
衆
・
外
様
衆
・
御
供
衆
・
御
部
犀
衆
・
申
次
衆
等
々
と
し
て
、
諸
大
名
の
惣
領
家
・
庶
子
家
の
親
子
兄
弟
が
在
任
し
、
将
軍
に
日
常
的

に
随
身
卒
公
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
体
制
は
幕
府
権
力
の
確
立
過
程
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
、
足
札
義
満
の
頃
に
は
完

(
1
)
 

成
し
、
そ
の
強
大
な
権
力
韮
盤
の
―
つ
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

代
に
入
る
と
、
戦
国
大
名
は
み
ず
か
ら
の
家
臣
統
制
策
の
一
環
と
し
て
本
城
勤
仕
の
制
法
を
定
め
、
周
防
山
口
の
大
内
氏
の
例
に
み
る
よ
う

(
2
)
 

な
家
臣
の
一
定
期
間
の
城
下
集
仕
強
制
、
在
地
身
暇
の
制
限
、
違
反
者
へ
の
厳
罰
措
僅
な
と
、
近
世
幕
藩
制
下
に
お
け
る
大
名
の
参
勤
交
代

制
の
原
型
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
戦
国
大
名
の
城
下
に
は
家
臣
団
が
集
住
し
て
若
干
の
武
家
町
を
形
成
し
、
領
内
に
は
支
城
ご

(
3
)
 

と
に
家
臣
が
兵
農
未
分
離
の
状
態
で
在
地
領
主
制
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
兵
農
未
分
離
の
克
服
を
模
索
す
る
戦
国
大

し
た
。

か
豊
臣
・
徳
川
両
政
権
に
共
通
す
る
大
名
統
制
策
で
あ
る
の
に
対
し
、
①
は
す
ぐ
れ
て
徳
川
政
権
特
有
の
大
名
統
制
策
で
あ
る
」
と
す
る

(
1
)
 

評
価
を
み
ち
び
き
、

そ
の
結
米
、

に
近
世
の
九
州
点
藩
に
お
け
る
参
勤
交
代
制
の
成
立
過
程
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、

【註】
(
1
)丸
山
瀕
成
「
参
勤
交
代
制
の
研
究
H
ー
そ
の
序
品
網
ー
」
（
「
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
•
第
二
十
号
』
附
和5
0
)
。

豊
臣
政
権
下
の
上
洛
参
勤

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

以
後
の
調
査
・
研
究
の
内
容
と
は
相
矛
盾
す
る
新
し
い
疑
間
点
が
生
じ
て
き
た
の
で
、

こ
の
点
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
に

一
方
、
室
町
幕
府
の
大
名
統
制
が
弛
緩
し
て
、
群
雄
割
拠
の
戦
国
時

本
稿
で
は
主
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名
の
家
臣
統
制
策
を
統
一
権
力
が
大
名
統
制
策
と
し
て
、
室
町
幕
府
の
権
力
確
立
過
程
の
支
配
方
式
を
採
用
し
つ
つ
、
全
国
的
規
模
で
近

惟
的
権
力
構
成
に
改
編
し
た
の
が
参
勤
交
代
制
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

織
豊
期
の
参
勤
制
は
、
織
田
信
長
の
時
代
は
戦
闘
に
明
け
暮
れ
、
天
正
二
年
の
正
月
元
日
、
信
長
が
岐
阜
城
で
「
諸
大
名
衆
の
礼
を
請

(
4
)
 

さ
せ
給
ひ
」
、
宴
を
は
っ
て
こ
れ
を
饗
し
た
程
度
で
、
諸
大
名
の
参
勤
形
態
を
示
す
史
料
に
乏
し
い
が
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
な
る
と
俄

然
明
瞭
で
あ
る
。
秀
吉
は
天
正
十
一
年
か
ら
三
年
間
を
要
し
て
大
坂
城
を
造
営
、
同
十
五
年
九
月
に
は
京
都
に
緊
楽
第
を
つ
く
っ
た
が
、

そ
の
周
辺
に
は
徳
川
家
康
・
伊
達
政
宗
・
上
杉
景
勝
・
前
田
利
家
・
蒲
生
氏
郷
・
浅
野
長
政
ら
の
邸
宅
を
お
き
、
十
七
年
に
は
翌
年
の
小

田
原
征
伐
を
目
前
に
し
て
、
在
京
中
の
諸
大
名
の
女
中
衆
に
三
年
間
の
在
京
を
強
制
し
、
東
北
諸
大
名
の
人
質
は
緊
楽
第
周
辺
に
お
く
こ

と
を
命
じ
た
。
後
述
す
る
豊
後
の
大
友
吉
統
は
、
太
閤
検
地
の
実
施
と
家
臣
及
び
妻
子
の
城
下
集
住
、
大
名
妻
子
の
在
京
を
命
ぜ
ら
れ
、

特
に
最
後
の
点
は
秀
吉
の
弟
秀
長
も
実
行
し
た
大
規
模
な
も
の
で
、
こ
こ
に
豊
臣
政
権
と
諸
大
名
、
大
名
と
家
臣
間
の
支
配
・
服
従
、
参

勤
交
代
の
雛
形
が
出
来
あ
が
っ
た
。
ま
た
、
文
禄
三
年
秀
吉
が
伏
見
城
を
築
造
す
る
と
、
諸
大
名
も
そ
の
周
辺
に
邸
宅
を
建
て
、
結
局
か

(
5
)
 

れ
ら
は
京
都
・
伏
見
・
大
坂
に
屋
敷
を
も
っ
て
領
国
と
往
復
、
秀
吉
も
邸
宅
や
滞
在
費
用
と
し
て
在
京
賄
料
を
給
し
て
い
る
。

さ
て
、
叙
上
の
豊
臣
政
権
下
の
諸
大
名
の
参
勤
状
況
に
つ
い
て
、
ま
ず
松
前
・
伊
達
•
佐
竹
•
前
田
氏
ら
の
例
を
概
観
し
た
上
で
、
九

州
諸
大
名
の
事
例
を
と
り
あ
げ
た
い
。

天
正
十
八
年
七
月
の
小
田
原
征
伐
後
、
秀
吉
は
奥
羽
二
州
の
領
主
に
対
し
て
朝
賑
を
命
じ
た
の
で
、
秋
田
実
季
が
初
入
洛
、

松
前
領
主
蠣
崎
慶
広
も
九
月
渡
海
し
て
、
十
二
月
京
都
緊
楽
第
で
秀
吉
に
初
拝
謁
、
翌
年
二
月
初
め
に
賜
暇
を
え
て
時
服
二
、
銀
子
三
百

両
を
下
賜
さ
れ
、
三
月
下
旬
に
帰
国
し
た
。
文
禄
元
年
十
一
月
、
慶
広
は
再
渡
海
し
て
大
坂
城
に
お
も
む
き
、
羽
芸
一
年
肥
前
名
護
屋
に
お

い
て
志
摩
守
に
任
じ
ら
れ
、
秀
吉
か
ら
国
政
の
印
章
と
伝
馬
朱
印
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
慶
広
は
老
親
の
存
在
を
理
由
に
五
、
七
年

間
隔
の
朝
嗣
を
願
っ
た
。
そ
の
後
、
か
れ
が
本
土
に
渡
海
し
た
の
は
慶
長
元
年
で
、
子
盛
広
と
共
に
徳
川
家
康
に
拝
謁
し
、
翌
二
年
一
一
月

(
6
)
 

の
賜
暇
に
は
虎
皮
五
枚
・
黄
金
五
十
両
を
拝
領
し
て
帰
国
、
四
年
十
一
月
大
坂
西
郊
で
家
康
に
拝
謁
し
て
、
蠣
崎
姓
を
松
前
に
改
め
た
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

松
前
慶
広

- 57 -



参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

職
セ
ス
、
速
カ
ニ
上
洛
ス
ヘ
キ
ノ
旨
」
を
命
じ
、
北
条
氏
直
の
伯
父
氏
規
が
上
洛
す
る
と
、
同
人
に
帰
国
の
際
、
氏
直
の
上
洛
を
命
じ
、

氏
直
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
翌
年
小
田
原
征
伐
の
軍
を
起
こ
し
た
。

し
て
御
礼
言
上
せ
ぬ
ば
か
り
か
、
す
で
に
一
両
年
以
前
に
御
礼
を
巾
上
げ
た
会
津
芦
名
氏
を
攻
め
滅
し
た
た
め
、
十
八
年
六
月
参
陣
し
た

政
宗
を
箱
根
底
倉
に
お
い
て
浅
野
長
吉
ら
に
訊
間
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
政
宗
は
徳
川
家
康
•
前
田
利
家
ら
列
座
の
中
で
秀
吉
に
謁
見
を

許
さ
れ
た
が
、
以
後
か
れ
は
秀
吉
の
上
洛
命
令
で
翌
十
九
年
正
月
米
沢
を
発
ち
上
洛
、
二
月
下
旬
に
京
都
の
緊
楽
第
周
囲
に
屋
敷
を
下
賜

さ
れ
て
邸
宅
を
構
築
、
四
月
に
賜
暇
を
え
て
五
月
米
沢
に
肘
城
し
た
。
翌
文
禄
元
年
正
月
、

到
着
し
た
が
、
三
月
京
都
を
発
し
て
肥
前
名
護
屋
に
徊
川
・
前
田
・
佐
竹
氏
ら
と
共
に
お
も
む
き
、
翌
二
年
三
月
に
渡
鮮
し
た
。
二
年
九

月
の
明
国
と
の
和
睦
に
よ
っ
て
帰
国
、
閏
九
月
に
は
上
京
し
て
伏
見
城
で
秀
吉
に
拝
謁
、
城
下
に
屋
敷
を
下
賜
さ
れ
た
。
政
宗
は
、

ま
ま
三
年
正
月
を
京
都
緊
楽
の
屋
敷
で
す
こ
し
、
秀
吉
の
吉
見
の
花
見
・
歌
会
に
随
従
し
た
り
し
た
が
、
翌
四
年
夏
の
帰
藩
の
際
、
関
白

秀
次
に
暇
乞
い
し
て
餞
別
を
受
け
た
こ
と
が
、
秀
次
切
腹
事
件
の
と
き
政
家
の
立
場
を
不
利
に
し
た
。
こ
の
た
め
、
か
れ
は
八
月
上
旬
大
坂

に
到
着
、
漸
く
危
機
を
脱
し
た
後
、
秋
冬
の
間
に
一
家
・
一
族
・
家
老
の
妻
子
も
伏
見
に
の
ぼ
ら
せ
て
在
府
を
命
じ
、
み
ず
か
ら
も
伏
見

に
居
住
し
た
。
慶
長
元
年
の
正
月
を
政
宗
は
伏
見
で
迎
え
、
三
月
以
降
の
秀
吉
に
よ
る
伏
見
城
南
の
向
島
や
木
幡
山
の
城
普
請
に
従
事
し

た
。
同
ニ
・
三
•
四
年
、
伏
見
屋
形
で
正
月
の
祝
儀
を
し
た
政
宗
は
、
四
年
正
月
徳
川
家
康
の
七
男
忠
輝
と
自
分
の
息
女
を
婚
約
さ
せ
た
。

(
7
)
 

秀
吉
歿
後
の
政
宗
は
、
豊
臣
・
徳
川
両
勢
力
の
対
立
の
最
中
、
明
確
に
後
者
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。

佐
竹
義
宣

は
、
そ
の
軍
役
・
普
請
役
と
い
う
「
就
御
公
用
無
際
限
辛
労
」
を
続
け
た
が
、

伊
達
政
宗

か
れ
は
再
上
洛
の
途
に
つ
き
、
緊
楽
の
邸
宅
に

そ
の

こ
れ
に
加
重
さ
れ
た
の
が
義
宣
自
身
の
上
洛
参
勤
と
人
質

提
供
で
、
後
者
は
子
の
義
軍
と
妻
子
で
京
都
の
屋
敷
に
お
か
れ
た
。
義
宣
の
上
洛
は
天
正
十
八
年
末
で
、
翌
年
正
月
参
内
し
て
黄
金
三
十

枚
を
献
じ
、
名
護
屋
在
陣
や
伏
見
城
普
請
に
動
員
さ
れ
た
が
、
特
に
伏
見
城
完
成
後
は
城
下
に
屋
敷
地
を
も
ら
い
、
以
来
年
々
参
勤
・
在

天
正
十
八
年
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
征
伐
・
奥
羽
平
定
、
文
禄
元
年
の
名
護
屋
出
陣
な
ど
に
参
加
し
た
佐
竹
義
宣

一
方
、
奥
羽
の
雄
伊
逹
政
宗
に
対
し
て
も
、

か
れ
が
上
洛

天
正
十
七
年
秋
、
豊
臣
秀
吉
は
使
者
を
小
田
原
に
派
遣
し
て
、

「
北
條
事
、
数
国
ヲ
領
知
ス
ヘ
キ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、

遂
二
述
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代
制
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研
究
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洛
、
尻
吉
に
初
出
仕
し
て
帰
国
し
た
後
、

八
月
利
家
も
京
都
に
邸
宅
を
営
ん
だ
。
翌
＋
丘
年
秀
吉
の
島
津
征
伐
に
は
爪
都
を
守
衛
し
、
十

六
年
正
月
に
は
秀
吉
に
随
従
し
て
参
朝
、
四
月
の
後
慟
成
天
星
の
緊
楽
第
行
幸
の
際
は
利
家
と
子
の
廂
長
も
供
本
し
、
十
月
の
秀
吉
の
北

野
茶
会
に
利
家
も
あ
づ
か
っ
た
。
十
七
年
九
月
、
利
家
は
諸
大
名
と
共
に
緊
楽
第
に
伺
候
、
十
八
年
二
月
の
小
田
原
征
伐
に
は
利
家
父

f

と
も
に
従
軍
、
ト
ニ
月
津
軽
よ
り
金
沢
に
帰
国
し
た
が
、
翌
十
九
年
の
三
月
以
閲
、
利
家
は
上
洛
し
た
模
様
で
十
一
月
以
都
よ
b
帰
国
し
て

い
る
。
文
禄
心
年
の
二
月
、
利
家
は
上
京
し
、
三
月
京
都
を
発
し
て
翌
月
名
護
屋
に
到
着
、
暫
時
こ
の
地
に
滞
陣
し
、
翌
二
年
十
月
に
は

秀
吉
の
参
朝
に
陪
従
し
て
、
十
一
月
帰
国
し
た
。
―
―
一
年
正
月
、
利
家
は
一
門
・
諸
士
の
年
質
を
金
沢
て
う
け
た
が
、
そ
の
後
問
も
な
く
上

京
し
た
よ
う
で
、
二
月
初
旬
他
の
大
名
と
同
様
、
伏
見
城
築
造
に
従
事
す
る
と
共
に
、
秀
吉
に
御
礼
言
上
し
て
綿
・
塩
引
•
太
刀
折
紙
を

献
上
し
た
。
こ
の
年
、
秀
吉
ぱ
利
家
の
伏
見
・
京
都
の
邸
宅
に
し
ば
し
ば
臨
み
、
利
家
も
伏
見
の
藩
邸
を
修
築
し
た
が
、
ト
ニ
月
帰
国
し

た
。
四
年
三
月
に
も
秀
吉
は
利
家
の
京
都
・
伏
見
邸
に
臨
み
、
関
白
秀
次
が
廃
さ
れ
る
と
、
秀
次
の
伏
見
邸
か
利
家
に
卜
賜
さ
れ
た
。
慶
長

元
年
の
正
月
、
利
家
は
伏
見
の
家
康
邸
を
訪
固
し
て
い
る
が
、

は
利
家
の
伏
見
邸
に
幾
度
か
臨
み
、
利
家
も
ま
た
秀
吉
の
茶
会
や
醍
醐
の
花
見
な
ど
に
随
従
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
利
家
は
文
禄
四

年
以
降
、
慶
艮
三
年
一
-
]
月
ま
で
伏
見
に
常
時
在
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
同
年
四

l
五
月
上
州
草
津
で
湯
治
し
て
七
月
に
帰
京
、

秀
吉
が
歿
し
た
。
翌
四
年
正
月
、
豊
臣
秀
頼
が
初
め
て
諸
大
名
の
年
賀
を
う
け
た
時
、
利
家
は
大
い
に
そ
の
身
辺
を
厳
戒
、
秀
頻
を
伏
見

(
9
)
 

城
か
ら
大
坂
城
に
移
す
と
共
に
、
家
康
と
の
図
係

1
滑
を
は
か
っ
た
が
、
閏
三
月
大
坂
て
死
ん
だ
。

以
上
、
北
洵
道
・
東
北
・
北
陸
の
代
表
的
大
名
を
中
心
に
、

前
田
利
家
利
家
は
初
め
織
田
信
長
に
仕
え

国
を
繰
返
し
た
と
み
ら
れ
る
。
慶
長
元
年
七
月
の
伏
見
大
地
震
の
際
は
参
勤
巾
で
あ
り
、
翌
二
年
十
月
宇
都
宮
改
易
の
時
は
伏
見
か
ら
国

許
の
義
軍
あ
て
に
飛
脚
で
急
拠
上
洛
を
促
し
て
お
り
、
同
四
年
閏
三
月
の
加
藤
消
正
ら
に
よ
る
石
田
一
1

一
成
襲
撃
の
際
は
三
成
を
大
坂
か
ら

救
出
し
て
い
る
の
で
、
佐
竹
氏
が
豊
臣
政
怖
下
で
上
洛
参
勤
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
年
か
ら
の
京
坂
地
方
で
の
滞
在
を
示
す
も
の
で
、
翌
二
年
秀
古

そ
の
豊
臣
政
権
へ
の
参
勤
状
況
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
中
央
に
近
い
加
賀

翌
臣
秀
吉
の
天
下
統
一
の
過
程
て
秀
吉
に
従
い
、

そ
の
粗
月

天
正
十
四
年
六
月

k
杉
景
勝
が
上
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参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

の
前
田
氏
、
越
後
の
上
杉
氏
な
ど
を
除
く
と
、
関
東
・
奥
羽
地
方
の
諸
大
名
は
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
・
奥
羽
平
定
の
天
正
十
八
年
か
、
そ

れ
よ
り
一
、
二
年
前
か
ら
上
洛
参
勤
し
て
い
る
。
一
方
、
上
洛
参
勤
が
遅
れ
て
危
機
一
髪
だ
っ
た
伊
達
氏
や
、
大
名
本
人
の
参
勤
不
実
施

で
討
滅
の
憂
き
目
を
み
た
小
田
原
北
条
氏
の
例
な
ど
、
参
勤
交
代
の
本
質
を
見
事
に
示
唆
し
て
い
る
。
さ
て
、
目
を
転
じ
て
西
南
日
本
、

特
に
九
州
地
方
の
大
名
の
上
洛
参
勤
か
ら
み
た
、
豊
臣
政
権
へ
の
対
応
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

豊
後
府
内
・
臼
杵
ー
大
友
宗
麟
・
吉
統

天
正
十
三
年
十
月
、
全
国
統
一
を
目
前
に
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、
大
友
•
島
津
両
氏
の
拮
抗
を
終
煽
さ
せ
る
た
め
和
睦
を
命
じ
た
が
、
島

津
氏
が
こ
れ
を
聞
入
れ
ず
、
他
方
大
友
氏
は
秀
吉
と
通
じ
て
救
援
を
求
め
た
。
翌
十
四
年
三
月
、
大
友
宗
麟
は
豊
後
日
杵
を
発
し
て
海
路

上
坂
、
四
月
大
坂
城
で
秀
吉
に
謁
し
、
下
城
の
際
は
秀
吉
か
ら
米
四
百
石
・
太
刀
一
腰
・
馬
一
疋
ほ
か
を
下
賜
さ
れ
た
。
十
五
年
五
月
、
島

津
征
伐
を
完
了
し
た
秀
吉
は
、
九
州
諸
将
に
知
行
割
を
お
こ
な
っ
た
際
、
宗
麟
の
子
義
統
に
豊
後
の
知
行
を
安
堵
し
、
宗
麟
に
は
隠
居
料

と
し
て
日
向
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
宗
麟
は
こ
れ
を
固
辞
し
、
同
月
臼
杵
で
歿
し
た
。

翌
十
六
年
二
月
、
義
統
は
豊
後
を
発
し
て
和
泉
堺
の
今
井
宗
薫
の
迎
え
を
う
け
、
大
坂
城
で
秀
長
に
謁
し
た
後
、
上
洛
し
て
緊
楽
第
で

秀
吉
に
拝
謁
、
秀
吉
は
か
れ
に
飲
食
を
下
賜
し
て
好
遇
し
た
。
四
月
、
後
陽
成
天
皇
の
緊
楽
第
行
幸
の
際
、
義
統
は
馬
上
、
狡
衣
を
着
し

て
供
奉
し
、
秀
吉
の
姓
名
を
下
賜
さ
れ
て
羽
柴
、
豊
臣
と
称
し
、
吉
統
と
改
名
、
九
月
に
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
た
。
十
八
年
六
月
、
吉
統
は

豊
後
を
発
し
て
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
に
従
い
、
七
月
秀
吉
が
後
北
条
氏
を
討
滅
し
て
奥
州
に
む
か
う
と
、
下
野
宇
都
宮
で
拝
謁
、
さ
ら
に

秀
吉
が
帰
京
し
て
毛
利
輝
元
邸
に
入
っ
た
時
、
吉
統
は
こ
れ
に
随
侍
し
た
。
そ
し
て
在
京
の
ま
ま
越
年
、
翌
十
九
年
八
月
ご
ろ
奥
方
同
伴

で
京
都
を
発
ち
帰
国
し
て
い
る
。
同
年
秋
、
秀
吉
は
翌
年
の
朝
鮮
出
兵
を
め
ざ
し
て
諸
将
に
軍
備
の
調
達
・
名
護
屋
築
館
な
ど
を
命
じ

と
し
た
の
ち
七
藩
に
分
割
し
た
。

た
。
吉
統
も
こ
れ
に
従
い
、
翌
文
禄
元
年
一
1

一
月
に
は
豊
後
を
発
し
て
名
護
屋
に
む
か
い
、
四
月
こ
こ
か
ら
壱
岐
を
へ
て
渡
鮮
、
京
城
に
入

っ
た
。
し
か
し
翌
一
年
五
月
、
秀
吉
は
吉
統
の
軍
が
戦
線
離
脱
し
た
と
の
理
由
で
吉
統
を
改
易
、
翌
三
年
に
は
豊
後
の
地
を
豊
臣
の
蔵
入

そ
し
て
吉
統
は
周
防
山
口
の
毛
利
輝
元
の
も
と
で
蟄
居
の
身
と
な
り
、
九
月
に
は
常
陸
水
戸
の
佐
竹
義
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宣
の
監
視
ド
に
幽
閉
さ
れ
た
。
秀
占
の
歿
後
、
慶
長
四
年
閲
一
二
月
、
吉
統
は
赦
免
さ
れ
た
か
、
翌
年
の
閲
ケ
原
の
戦
て
四
軍
に
転
し
て
再

(10
、

び
幽
閉
の
身
と
な
り
、
大
友
氏
は
完
全
に
滅
ん
に
。

播
磨
三
木
城
主
中
川
秀
成
は
、
文
禄
三
年
正
月
豊
臣
秀
卜
1

に
豊
後
岡
城
へ
の
転
封
を
命
じ
ら
れ
、
大
船
五
卜
艘
に
部
下
四
千
人
が
分
乗

し
て
移
っ
た
。
こ
の
移
封
後
、
秀
点
の
歿
年
ま
で
の
巾
川
氏
の
動
苔
を
み
る
と
、
城
下
町
割
・
城
普
蘭
を
お
こ
な
い
、
十
二
月
巾
旬
以
前

に
は
岡
城
を
発
駕
し
て
卜
以
、
秀
古
に
参
勤
し
て
い
る
。
『
中
川
氏
御
年
譜
』
に
は
、
同
年
十
二
月
条
に
「
京
都
・
伏
見
・
大
坂
屋
敷
追
々

出
来
、
古
絵
図
二
伏
見
御
犀
敷
、
人
亀
谷
町
近
所
ナ
リ
」
と
み
え
る
か
ら
、
当
時
巾
川
氏
の
藩
邸
が
伏
見
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
帆
四
年
一
．
月
、
播
磨
―
―
一
木
の
四
光
寺
化
職
恵
明
上
人
が
岡
城
に
参
上
、
御
殿
に
数
日
滞
在
し
て
、
秀
成
3
懇
命
に
よ
っ
て
新
符

そ
の
住
職
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
中
川
氏
が
前
年
の
1

一
月
か
ら
四
年
二
月
ま
で
の
間
に
帰
国
、
就
封
し
た
も

提
寺
を
建
立
、

の
と
み
て
よ
い
。

そ
の
後
秀
成
は
、
慶
長
二
年
パ
月
秀
店
の
命
令
に
よ
っ
て
岡
城
を
発
し
、
開
鮮
征
討
の
た
め
各
地
を
転
戦
、
翌
三
年
八

(11) 

月
分
吉
の
死
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
。

薩
摩
鹿
児
島
ー
島
沖
義
久
・
義
弘

天
正
十
五
年
六
月
、
豊
臣
秀
占
か
島
津
氏
討
伐
を
終
了
し
て
閲
多
に
数
日
滞
在
し
、
九
州
諸
大
名
の
知
行
配
分
を
お
こ
な
っ
た
時
、
店

児
島
で
は
降
伏
後
の
新
状
勢
に
対
応
し
て
、
木
食
興
山
の
勧
め
に
よ
っ
て
島
洋
義
久
が
上
洛
の
忍
を
決
し
、
六
月
中
旬
鹿
児
島
の
地
を
発

し
て
先
ず
博
多
て
秀
占
に
拝
謁
し
た
。
さ
ら
に
雰
古
い
し
京
の
あ
と
を
追
い
、
途
巾
飯
烏
神
社
に
参
詣
の
後
、
摂
津
い
堺
か
ら
入
京
、
四

条
で
旅
宿
を
と
り
、
病
い
に
か
か
っ
た
。
義
久
は
治
癒
後
、
緊
楽
第
で
秀
吉
に
拝
謁
し
て
艮
刀
・
鞍
馬
を
下
賜
さ
れ
、
さ
ら
に
細
川
幽
斎

こ
れ
は
翌
年
下
賜
予
定
の
禄
米
一
万
石
の
半
分

の
招
き
で
そ
の
邸
宅
に
入
っ
た
。
秀
吉
は
義
久
に
在
瓜
中
の
米
五
千
石
を
下
賜
し
た
が
、

で
あ
る
と
し
、
一
方
、
義
久
は
歳
暮
の
賀
儀
に
呉
服
三
重
を
献
上
し
て
い
る
。

翌
十
六
年
二
月
、
義
久
の
弟
義
弘
は
秀
吉
に
太
刀
一
腰
と
黄
金
十
両
を
献
上
、

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

豊
後
岡
ー
中
川
秀
成

四
月
下
旬
に
は
日
向
の
真
光
院
飯
野
を
発
し
て
上
洛
の
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久
は
秀
吉
に
帷
子
五
を
献
上
、

き
、
掟
翡
を
義
久
に
あ
た
え
た
。

一
方
、
義
弘
は
九

使
者
を
も
っ
て
太
刀
一
腰
・
馬
代
銀
三
枚
を
献
上
し
て
い
る
。

は
京
橋
口
で
秀
古
に
拝
謁
、

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

途
に
つ
き
、
嗅
月
下
旬
に
は
東
部
に
[
ぃ
き
、
六
月
四
日
大
坂
城
一
J

秀
古
に
拝
謁
し
た
o

千
五
を
献
上
、

一
方
、
義
久
は
五
月
、
秀
吉
に
端
午
の
賀
儀
に
靴

八
月
巾
旬
に
は
賜
暇
を
え
た
が
、
女
子
亀
寿
と
別
れ
て
薩
摩
に
帰
る
こ
と
の
愁
桔
を
和
歌
：
首
に
詠
ん
で
、
細
川
幽
斎
に

お
く
っ
て
い
る
。

幽
斎
が
こ
の
歌
を
秀
吉
に
見
せ
る
と
、
秀
吉
も
こ
れ
を
憐
ん
て
女
子

If四
の
就
封
を
許
し
た
い
て
、
義
久
は
九
月
中
旬
、
和
泉
の
堺
か

ら
船
出
し
、
日
向
細
島
で
下
船
し
た
後
、
十
月
中
旬
鹿
児
島
に
判
祈

‘
l
I族
・
家
臣
ら
の
歓
迎
を
う
け
た
の
て
あ
っ
た
。
一
方
、
義
弘
は

在
原
し
て
、
同
年
の
歳
森
の
賀
儀
に
秀
吉
に
呉
服
一
軍
を
献
上
し
て
い
る
か
、
か
れ
の
賜
暇
、
屈
国
は
我
年
3
八
月
で
あ
る
。

~
七
年
の
八
月
下
旬
、
義
久
は
鹿
児
島
を
発
し
て
ヒ
洛
、
九
月
下
旬
に
大
坂
に
繋
船
の
後
、
緊
楽
第
で
秀
吉
に
拝
謁
、
軍
陽
の
賀
儀
に

呉
服
一
堕
を
献
ヒ
し
た
。
翌
卜
八
年
正
月
、
義
久
は
東
都
か
ら
大
坂
に
お
も
む
い
た
が
、
一
一
月
初
旬
秀
吉
が
京
都
に
移
っ
た
の
で
、
義
久

再
入
京
し
た
。

三
月
、
秀
占
は
小
田
原
北
条
氏
討
伐
の
軍
を
お
こ
し
て
、
伊
豆
山
中
城
を
攻
め
落
し
た
と

義
久
は
小
田
原
陣
の
戦
捷
を
賀
し
て
、

閲
東
よ
り
帰
陣
し
た
秀
占
に
、
義
久
は
八
月
晦
日
安
士
城
て
拝
謁
、
十
月
晦
日
帰
国
を
許
さ
れ
る
と
、
翌
月
初
旬
大
坂
か
ら
帰
国
の
途
に

つ
い
た
模
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
『
島
沖
国
史
』
の
翌
十
几
年
コ
上
月
卜
四
日
。
公
至
后
II
t1

京
師
―
」
の
記
事
を
、
『
嶋
津
世
禄
記
』
の

「
正
月
中
旬
、
義
久
丁
帰
旧
也
」
の
そ
れ
と
同
一
と
み
な
せ
ば
、
時
閲
的
に
い
っ
て
十
一
月
の
屈
国
は
疑
閻
と
な
る
。

月
大
坂
、
卜
月
求
都
、
十
一
月
大
坂
、
京
都
へ
と
移
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
は
秀
上
口
の
動
恙
に
従
う
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
晩
冬
下

旬
に
は
、
秀
じ
11

よ
り
賜
暇
を
え
て
海
路
日
向
細
烏
に
い
た
り
、
翌
年
正
月
初
め
真
光
院
に
入
っ
た
。
十
九
年
五
月
の
端
午
の
賀
儀
に
、
義

さ
ら
に
義
弘
も
「
亦
如
レ
之
」
と
あ
る
か
ら
、
両
人
は
正
月
以
降
の
某
月
、
再
上
京
、
参
勤
し
た
の
で
あ

わ
か
れ
む
袖
の
あ
わ
れ
を
も
知
れ

二
但
と
ハ
ち
恙
ら
ぬ
も
の
を
親
と
了
の

義

久
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文
禄
元
年
春
、
秀
吉
は
諸
大
名
の
妻
子
を
大
坂
に
の
ぼ
ら
せ
て
人
質
と
し
、
名
護
屋
を
本
営
と
し
て
朝
鮮
征
討
の
軍
勢
を
派
遣
し
た
。
島

津
義
久
は
所
労
の
故
を
も
っ
て
義
弘
と
久
保
父
子
が
四
月
に
渡
悔
し
た
。
義
久
は
五
月
初
旬
、
巾
野
木
か
ら
船
で
甑
島
を
へ
て
名
護
屋
の

本
営
に
い
た
り
秀
吉
に
拝
謁
し
た
が
、
秀
吉
は
十
二
月
末
に
な
っ
て
義
久
に
、
浅
野
長
吉
と
共
に
渡
鮮
を
命
じ
た
。
翌
二
月
正
月
、
義
久

は
当
時
鹿
児
島
に
あ
た
っ
た
細
川
幽
斎
に
続
い
て
名
護
屋
に
お
も
む
き
、
徳
川
家
康
の
言
も
幸
わ
い
し
て
朝
鮮
渡
海
を
免
ぜ
ら
れ
、
同
地

に
数
日
滞
在
し
た
後
、
鹿
児
島
に
掃
っ
た
。
端
午
の
賀
儀
に
は
、
波
久
二
•
生
絹
一
・
染
帷
子
二
を
秀
吉
に
献
上
し
て
い
る
。

三
年
三
月
、
上
洛
し
た
義
久
は
、
端
午
の
賀
儀
に
帷
子
五
を
献
上
、
翌
四
年
九
月
に
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
、
大
隅
冨
隈
に
邸
宅
を
移
し

た
。
な
お
三
年
秋
、
秀
吉
は
石
田
三
成
に
命
じ
て
太
閤
検
地
を
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
三
国
に
及
ぼ
し
、
翌
四
年
二
月
に
丈
量
を
終
了
、
封

地
を
給
与
す
る
た
め
在
鮮
の
義
弘
を
呼
寄
せ
た
の
で
、
義
弘
は
帰
朝
し
て
六
月
大
坂
に
い
た
り
、
秀
吉
に
拝
謁
し
て
京
坂
地
方
で
越
年
、

翌
慶
長
元
年
の
十
月
、
秀
吉
の
命
で
薩
摩
に
帰
っ
た
。
同
二
年
、
秀
吉
は
朝
鮮
と
の
和
議
な
ら
ず
し
て
再
征
の
軍
を
お
こ
し
、
二
月
小
西

行
長
・
加
藤
消
正
ら
を
先
発
さ
せ
、
義
弘
に
は
一
万
人
の
軍
勢
を
も
っ
て
再
び
渡
鮮
さ
せ
た
。
こ
の
年
三
月
、
義
久
は
伏
見
に
い
た
り
、

義
弘
の
夫
人
広
瀬
氏
も
六
月
に
到
着
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
朝
鮮
再
征
は
日
本
軍
苦
戦
の
う
ち
、
三
年
八
月
中
旬
、
秀
吉
が
伏
見
城
で

歿
す
る
に
及
ん
で
中
止
の
方
向
に
す
す
ん
だ
。
当
時
在
京
中
の
義
久
は
、
新
状
勢
の
展
開
に
即
応
す
る
か
の
ご
と
く
、
九
月
に
穂
川
家
康

を
伏
見
の
自
邸
で
宴
し
た
が
、
十
一
月
と
十
二
月
に
は
家
康
邸
を
訪
れ
て
い
る
。

多
か
ら
伏
見
・
大
坂
に
い
た
り
、
十
二
月
下
旬
伏
見
城
で
五
大
老
に
謁
し
た
が
、

公
法
に
背
く
と
、
石
田
三
成
が
筑
前
名
島
で
述
べ
た
む
ね
を
義
久
に
告
げ
た
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

屋
に
い
た
っ
た
。

ろ
う
か
。
同
年
九
月
、
義
弘
は
「
至
む
口
ニ
京
師
―
」
と
あ
り
、
秀
吉
が
翌
文
緑
元
年
の
征
明
・
征
韓
の
計
画
遂
行
に
あ
た
り
、
西
国
諸
大
名

に
軍
船
・
兵
貝
．
糧
食
・
武
器
等
の
徴
達
準
備
を
命
じ
た
た
め
帰
国
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
さ
て
、
義
久
は
早
速
、
肥
前
名
護
屋
の
本

陣
築
営
に
鹿
児
島
を
出
て
、
途
巾
隈
城
ま
で
き
て
病
い
に
臥
し
た
の
で
、
義
弘
が
代
役
と
し
て
中
津
か
ら
出
船
、
肥
後
水
俣
を
へ
て
名
護

一
方
、
渡
鮮
中
の
義
弘
と
家
久
が
帰
朝
後
、
直
ち
に
博

こ
の
時
義
弘
は
、
家
康
と
義
久
ら
と
の
親
交
は
天
下
の
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筑
後
柳
河
ー
立
花
宗
茂

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

て
い
る
。

慶
長
四
年
の
正
月
三
日
、
義
久
は
義
弘
・
家
久
に
書
状
で
、
家
康
と
の
交
誼
が
何
ら
異
心
な
い
こ
と
を
述
へ
て
い
る
が
、

は
IPJ
日
、
義
弘
・
家
久
を
訪
ね
て
太
り
・
馬
代
な
ど
を
与
え
た
り
、
そ
の
後
も
家
久
・
高
橋
主
膳
ら
を
招
い
て
茶
燕
会
を
催
お
し
た
り
し

丘
大
ど
は
義
弘
・
家
久
を
伏
見
城
に
召
寄
せ
て
太
刀
を
下
賜
し
た
が
、
義
久
が
二
月
末
大
坂
を
発
し
て
三
月
下
旬
大
隅
富
隈
の

邸
宅
に
帰
っ
た
後
、
家
康
は
伊
集
院
忠
真
の
乱
鎖
定
の
た
め
、
四
月
家
久
を
帰
国
さ
せ
た
。
閏
三
月
、
増
田
長
盛
・
艮
束
正
家
ら
が
家
康

に
伏
見
城
を
巡
献
、
九
月
に
は
同
人
ら
が
家
康
に
大
坂
城
で
豊
臣
秀
頼
を
輔
相
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
の
で
、
家
康
は
結
城
秀
康
に
伏
見

城
を
守
ら
せ
た
。
卜
月
、
義
弘
は
大
坂
に
お
も
む
い
て
家
康
に
謁
し
、
伏
見
邸
に
帰
っ
た
。
翌
年
二
月
、
伊
集
院
忠
真
が
降
伏
す
る
と
、

(12) 

義
弘
は
そ
の
罪
を
ゆ
る
し
、
家
久
は
四
月
大
坂
に
の
ぽ
っ
て
家
康
に
謝
恩
の
意
を
表
し
た
。

熾
臣
秀
吉
が
島
津
討
伐
後
、
九
州
各
地
を
諸
大
名
に
分
封
し
た
時
、

立
花
宗
茂
は
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
柳
訓
城
十
三
万
二
千
二
百
石
に

封
ぜ
ら
れ
た
。
宗
茂
は
天
正
十
六
年
に
上
洛
、
卜
八
年
に
再
上
洛
し
て
秀
吉
に
拝
謁
、
時
に
秀
吉
は
小
田
原
北
条
氏
討
伐
の
軍
を
お
こ
し

た
が
、
宗
茂
は
こ
れ
に
従
っ
て
秀
吉
に
拝
謁
し
た
。
文
禄
元
年
一
二
月
、
秀
吉
の
朝
鮮
征
討
に
際
し
て
、
宗
茂
は
一
一
千
三
百
五
卜
人
の
軍
勢

を
率
い
て
柳
河
を
出
発
、
四
月
渡
海
し
て
釜
山
に
到
着
、
同
三
年
六
月
秀
吉
の
命
で
帰
国
し
、
十
一
月
中
旬
伏
見
に
お
も
む
い
て
秀
吉
に

拝
謁
し
た
。
秀
吉
は
宗
茂
に
、
桃
山
殿
内
に
邸
宅
を
ド
賜
し
た
の
で
、
か
れ
は
夫
人
の
闇
干
代
姫
と
共
に
、
慶
長
一
．
年
に
帰
国
す
る
ま
で

居
住
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
『
立
斉
旧
聞
記
』
は
、
秀
吉
は
伏
見
城
を
取
立
て
た
が
、

一
方
、
家
康

こ
れ
を
隠
居
の
地
と
み
な
し
、
立
花
氏
に
も
屋
敷
を
川
付

長
々
在
陣
候
而
、
家
な
と
立

け
て
早
々
奏
請
す
る
よ
う
命
じ
、
栄
楽
の
城
に
十
三
間
四
万
り
御
殿
一
軒
を
下
賜
し
た
。
こ
の
御
殿
は
、
間
悟
の
張
付
襖
障
子
に
は
狩
野

永
徳
•
長
谷
川
等
伯
筆
の
絵
か
描
か
れ
た
豪
華
な
建
浩
物
て
あ
る
。
こ
こ
に
宗
茂
は
伏
見
屋
敷
を
受
取
り
、
御
殿
も
引
取
っ
て
館
舎
の
構

え
も
で
き
、
慶
長
二
年
正
月
ま
で
日
々
幕
府
に
勤
仕
し
て
、
一
ヵ
月
の
う
ち
三
日
の
余
暇
し
か
な
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
禄

三
年
十
月
十
九
日
、
長
束
正
家
が
山
口
玄
苦
に
与
え
た
書
状
に
は
、

「
其
上
伏
見
に
而
御
屋
敷
可
被
下
候
、
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候
事
成
間
敷
候
条
、
緊
楽
に
而
可
然
御
広
間
以
下
可
被
為
拝
領
旨
、
御
綻
に
候
」
云
々
と
み
え
、
当
時
立
花
氏
が
伏
見
に
藩
邸
を
下
賜
さ

れ
て
、
参
勤
中
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
慶
長
一
一
年
の
秋
、
秀
吉
の
朝
鮮
再
征
の
令
で
、
宗
茂
は
軍
兵
二
千
六
百
余
人
を
率

(13) 

い
て
渡
海
、
翌
三
年
八
月
の
秀
吉
の
死
に
よ
っ
て
帰
朝
後
、
伏
見
に
参
上
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

肥
前
大
村
ー
大
村
喜
前

豊
臣
秀
吉
と
大
村
氏
と
の
関
係
は
、
天
正
十
三
年
秀
吉
が
大
村
純
忠
に
御
教
書
を
与
え
て
磨
下
に
属
さ
せ
て
以
降
で
あ
る
。
同
十
五
年

賽
秀
吉
の
島
津
征
伐
に
際
し
て
は
、
病
臥
の
純
忠
に
代
っ
て
子
の
喜
前
が
薩
摩
に
出
陣
、
太
平
寺
に
滞
留
の
秀
吉
に
拝
謁
し
て
本
領
安

堵
の
朱
印
状
を
う
け
、
さ
ら
に
大
隅
攻
撃
の
先
陣
を
う
け
た
ま
わ
っ
た
。
文
禄
・
慶
長
の
役
に
は
朝
鮮
に
渡
海
し
て
各
地
に
転
戦
し
た

が
、
慶
長
三
年
八
月
秀
吉
の
死
に
よ
っ
て
、
十
一
月
諸
将
と
共
に
釜
山
浦
を
発
し
て
帰
朝
、
博
多
か
ら
伏
見
に
参
上
し
た
。
こ
の
場
合
、

豊
臣
秀
頼
ま
た
は
五
大
老
へ
謁
す
る
目
的
と
み
ら
れ
る
が
、
『
大
村
家
譜
』
に
は
「
到
二
伏
見
痒
竺
謁
大
神
君
1

而
後
帰
郡
」
と
、

(14) 

家
康
へ
の
拝
謁
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

肥
前
平
戸
ー
松
浦
鎮
信

天
正
十
四
年
、
豊
臣
秀
吉
は
島
津
征
伐
に
先
立
っ
て
、
有
馬
・
大
村
・
宇
久
ら
西
肥
前
の
諸
将
に
呼
び
か
け
た
が
、
松
浦
隆
信
・
鎮
信

父
子
も
こ
れ
に
応
じ
、
同
年
三
月
鎮
信
は
孔
雀
・
南
蛮
笠
・
象
牙
・
狸
々
緋
・
胴
服
な
ど
を
献
じ
た
。
秀
吉
は
五
月
、
松
浦
氏
に
特
別
の

恩
伽
を
加
え
る
と
共
に
、
鎮
信
が
人
質
や
孔
雀
な
ど
を
献
上
し
た
こ
と
を
謝
し
、
さ
ら
に
毛
利
・
小
早
川
•
吉
川
・
長
曽
我
部
ら
中
国
・

四
国
の
諸
将
を
率
い
て
筑
前
に
い
た
っ
た
が
、
こ
の
時
西
肥
の
諸
将
、
有
馬
・
大
村
・
宇
久
ら
は
初
め
て
秀
吉
に
従
っ
た
。
翌
十
五
年
正

月
、
秀
吉
は
鎮
侶
に
人
質
・
献
巻
物
を
感
謝
し
、
一
方
、
隆
信
・
鎮
信
父
子
は
舟
師
を
率
い
て
秀
吉
軍
の
薩
摩
へ
の
海
路
を
護
衛
し
た
。

七
月
、
秀
吉
は
筑
前
箱
崎
を
発
し
て
、
九
月
大
坂
に
い
た
り
入
京
し
て
棗
楽
第
に
入
っ
た
が
、
九
州
の
諸
将
は
上
京
し
て
秀
吉
に
拝
謁
、

大
坂
と
伏
見
の
間
に
邸
宅
を
賜
わ
っ
た
。
松
浦
氏
の
邸
宅
は
伏
見
に
下
賜
さ
れ
、
平
戸
町
と
称
す
る
と
こ
ろ
が
そ
の
遺
地
と
伝
え
ら
れ

る
。
秀
吉
の
帰
洛
後
、
隆
信
・
鎖
信
は
箱
崎
か
ら
平
戸
へ
帰
っ
た
が
、
そ
の
後
上
洛
し
て
秀
吉
に
参
勤
し
た
よ
う
で
あ
る
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

徳
川
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な
か
っ
た
。
『
藤
龍
家
譜
』
は
「
聞
伝
ノ
害
二
曰
」
く
と
し
て
、

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

天
正
十
八
年
の
小
田
原
征
伐
に
は
、
鎖
信
は
小
西
行
長
の
報
せ
を
う
け
て
、
七
月
平
戸
を
発
し
て
関
東
に
む
か
い
、
歳
暮
の
賀
儀
に
刀

一
ロ
・
紅
五
斤
を
秀
吉
に
献
じ
た
。
翌
十
九
年
、
秀
吉
は
朝
鮮
征
討
に
先
立
ち
鎮
信
と
宗
義
智
の
二
人
を
大
坂
に
呼
寄
せ
て
質
問
し
た

が
、
鎖
信
は
平
戸
に
帰
っ
た
後
、
壱
岐
に
行
き
、
再
び
上
坂
し
て
秀
吉
に
拝
謁
し
た
。
秀
吉
は
徳
川
家
康
•
前
田
利
家
以
下
と
軍
議
の
す

え
中
国
・
四
国
・
九
州
の
諸
将
に
軍
備
を
命
じ
、
松
浦
・
宗
の
二
氏
は
軍
船
の
孵
導
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
鎮
信
・
義

智
を
は
じ
め
諸
将
み
な
賜
暇
を
え
て
本
国
に
帰
り
、
軍
役
に
そ
な
え
た
。
朝
鮮
征
伐
時
の
秀
吉
と
松
浦
氏
の
関
係
に
つ
い
て
一
、
二
の
例

を
示
す
と
、
文
禄
三
年
隆
信
は
孔
雀
・
沈
香
・
緞
子
を
秀
吉
に
献
じ
、
秀
吉
は
隆
信
と
夫
人
に
衣
服
を
下
賜
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
隆
信

と
夫
人
は
伏
見
の
邸
宅
に
在
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
慶
長
元
年
に
は
鎖
信
が
白
銀
二
枚
を
新
年
の
祝
儀
に
献
上
し
た
。

月
、
秀
吉
は
松
浦
氏
を
は
じ
め
出
陣
・
留
守
の
諸
将
に
、

翌
二
年
正

そ
の
妻
子
を
人
質
と
し
て
大
坂
に
差
出
さ
せ
て
い
る
。
秀
吉
の
歿
後
、
三
年
十

一
月
帰
朝
し
て
博
多
に
つ
い
た
諸
将
は
、
伏
見
に
お
も
む
き
秀
吉
の
死
を
悼
む
と
共
に
、
徳
川
家
康
に
謁
し
て
本
国
に
帰
っ
た
。
鎖
信
も

(15) 

そ
の
例
外
で
は
な
い
。

肥
前
佐
嘉
ー
竜
造
寺
隆
信
・
政
家
、
鍋
島
直
茂

天
正
十
年
六
月
の
本
能
寺
の
変
で
雄
図
む
な
し
く
倒
れ
た
主
君
織
田
倍
長
の
仇
を
討
ち
、
天
下
統
一
の
途
を
あ
ゆ
む
豊
臣
秀
吉
の
動
き

を
み
た
鍋
島
直
茂
は
、
主
君
竜
造
寺
隆
償
に
「
御
礼
物
成
サ
ル
然
ル
ヘ
シ
」
と
献
言
し
た
が
、
隆
信
は
い
ま
だ
そ
の
時
節
で
な
い
と
応
じ

一
、
巾
国
・
四
国
ノ
諸
将
ヨ
リ
隆
信
公
御
上
洛
奉
待
卜
巾
通
シ
度
々
御
座
候
内
、
土
佐
ノ
長
曽
我
部
ョ
リ
ハ
使
札
ヲ
以
、
御
上
洛
ノ

海
陸
御
先
越
可
仕
卜
懇
二
被
申
遣
候
事
、

と
、
長
曽
我
部
元
親
が
秀
吉
へ
の
服
属
と
上
洛
拝
謁
を
隆
信
に
勧
誘
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
す
る
隆
信
の
態
度
は
、
九

州
三
雄
と
い
う
衿
持
に
支
え
ら
れ
て
、
天
下
の
趨
勢
を
見
抜
け
ぬ
地
方
大
名
の
限
界
を
示
し
て
い
た
。
十
三
年
の
冬
、
秀
吉
の
命
で
島
津

・
大
友
・
竜
造
寺
は
和
平
し
た
が
、
大
友
宗
麟
の
上
洛
に
よ
る
救
援
請
願
で
再
び
干
支
を
交
え
た
。
翌
十
四
年
春
、
鍋
島
直
茂
の
計
ら
い

他
方
、
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ト
」
ハ
年
二
月
に
も
上
坂
、
拝
謁
し

で
竜
追
寺
降
信
の
，
ナ
政
家
に
大
坂
へ
の
両
使
を
派
遮
さ
せ
た
。

一
方
、
子
の
勝
茂
は
前
年
以
来
大
坂

直
茂
が
国
務
を
輔
佐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
直

秀
吉
は
、
島
津
義
久
に
書
を
も
っ
て
「
致
上
洛
、
御
礼
ヲ
可
巾
上
」
と
命

じ
た
か
応
じ
な
い
の
で
、
竜
造
寺
・
鍋
島
氏
ら
の
人
質
を
と
っ
た
上
で
、
十
五
年
正
月
扇
都
を
進
発
し
た
。

島
津
討
伐
後
の
六
月
、
秀
占
は
九
州
諸
大
名
の
知
行
割
を
し
、

御
名
代
ト
シ
テ
関
白
殿
御
迎
ト
シ
テ
御
じ
洛
」
の
直
茂
は
、
秀
吉
軍
の
先
手
の
中
に
加
え
ら
れ
、
西
国
筋
へ
の
先
導
役
を
勤
め
て
い
る
。

七
月
赤
閻
関
よ
り
乗
船
、
大
坂
城
に
帰
っ
た
。
直
茂
は
後
を
追
っ
て

[OO

白
殿
御
帰
洛
ノ
御
祝
俄
二
大
坂
へ
」
の
ぼ
っ
た
。

一
方
、
政
家
も
知
行
安
堵
の
御
礼
を
し
、
黄
金
・
白
糸
を
献
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み

る
と
、
上
洛
参
勤
巾
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
八
月
、
肥
後
国
人
一
揆
退
治
の
た
め
、
直
茂
も
大
坂
を
下
っ
て
直
接
肥
後
に
出
陣
、
翌

政
家
よ
り
太
刀
・
銀
子
を
献
上
し
た
。
そ
の
後
直
茂
は
す
ぐ
屈
国
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
「
同
年
ノ

秋
、
政
家
公
、
御
両
方
御
子
達
、
直
茂
公
御
同
前
二
大
坂
御
参
勤
」
と
、
秋
に
は
再
ひ
上
坂
し
て
い
る
。
七
月
、
政
家
は
島
沖
義
弘
・
立

花
統
虎
・
毛
利
秀
包
と
共
に
位
階
昇
進
し
て
い
る
の
て
、

こ
れ
ら
諸
大
名
も
参
勤
巾
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
政
家
は
、
病
気
の
た

め
、
「
久
敷
御
在
府
公
儀
御
奉
公
難
成
」
と
、
三
歳
の
子
長
法
師
（
藤
八
郎
）
に
ゆ
ず
り
、

茂
は
す
ぐ
帰
国
し
た
よ
う
で
、
詞
年
冬
に
は
長
法
師
と
共
に
佐
嘉
か
ら
上
洛
、
翌
十
七
年
正
月
に
は
叙
位
し
て
加
賀
守
と
な
り
、
ま
た
豊

臣
姓
を
許
さ
れ
て
旧
名
の
信
生
を
直
茂
と
改
め
た
。
十
八
年
、
政
家
は
下
国
し
て
隠
居
生
活
に
入
り
、
暫
く
在
京
し
た
直
茂
は
春
に
帰
国

し
た
が
、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
に
は
七
月
み
ず
か
ら
関
東
に
お
も
む
い
て
秀
吉
に
拝
謁
、
秀
吉
が
「
御
当
家
御
一
門
中
ノ
人
質
」
提
供
を

炭
求
し
た
た
め
、
直
茂
は
八
月
、
「
御
ヒ
様
卜
御
次
男
平
八
殿
」
以
下
を
差
出
し
た
。
天
正
十
九
年
、
秀
占
が
朝
鮮
征
伐
を
企
図
し
、
名
護

屋
に
一
城
と
多
数
の
殿
舎
が
築
造
さ
れ
る
際
、
直
茂
は
蓮
池
城
の
天
守
閣
を
献
上
す
る
と
共
に
、
大
坂
玉
造
の
屋
敷
で
藤
八
郎
や
簾
中
そ

の
他
を
召
集
め
て
渡
海
の
件
を
話
し
て
い
る
。
結
局
、
文
禄
元
年
四
月
、
直
茂
は
朝
鮮
に
渡
海
し
、

に
在
っ
た
が
、
三
年
秀
吉
が
名
護
屋
よ
り
帰
洛
し
て
醍
醐
の
花
見
を
し
た
と
き
、
勝
茂
も
随
従
し
て
い
る
。

第
か
ら
移
る
と
、
諸
大
名
も
伏
見
に
移
り
、

な
る
と
「
直
茂
公
モ
諸
将
卜
同
ク
御
帰
朝
、
直
二
大
坂
へ
御
登
リ
」
の
う
え
秀
吉
に
拝
謁
し
た
が
、
ま
た
秀
古
が
伏
見
城
を
修
築
し
緊
楽

ま
た
「
直
茂
公
、
伏
見
二
御
参
勤
」
し
た
。
翌
四
年
二
月
、
直
茂
は
伏
見
に
い
て
、
そ
の
城

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

こ
の
時
す
で
に
「
政
家
公
ノ

こ
の
年
、
朝
鮮
と
の
和
議
が
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慶
長
元
年
正
月
、
直
茂
は
伏
見
に
在
り
、
二
月
に
は
勝
茂
が
こ
こ
で
婚
礼
を
あ
げ
た
。
八
月
、
明
国
と
の
和
議
が
破
れ
る
と
、
勝
茂
は

下
国
し
て
十
月
伊
万
里
か
ら
渡
鮮
、
翌
二
年
正
月
に
は
直
茂
も
下
国
、
渡
海
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
三
月
、
秀
吉
は
相
達
し
た
い
こ
と
が

あ
る
旨
の
朱
印
状
を
出
し
た
の
で
、
直
茂
は
早
速
帰
朝
し
て
四
月
初
旬
に
大
坂
城
で
秀
吉
及
び
幼
君
秀
頼
に
拝
謁
、
秀
吉
も
五
月
に
は
玉

造
の
屋
敷
に
臨
ん
だ
。
同
月
下
旬
に
直
茂
は
賜
暇
を
え
て
六
月
の
上
旬
佐
嘉
に
到
着
し
、
中
旬
伊
万
里
か
ら
渡
海
、
竹
島
の
昌
原
城
で
勝

寄
ら
ず
直
ち
に
上
洛
、
伏
見
城
で
秀
頼
に
拝
謁
し
、
前
田
利
家
邸
で
秀
吉
の
遺
物
を
拝
領
し
た
。
そ
し
て
、
父
子
と
も
に
翌
四
年
正
月
を

伏
見
の
屋
敷
で
越
年
し
て
伏
見
城
に
参
勤
、
四
月
に
は
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
た
が
、
伏
見
・
大
坂
騒
動
の
報
せ
で
十
月
下
旬
に
再
上
洛
し

た
。
そ
し
て
五
年
正
月
も
直
茂
．
勝
茂
・
竜
造
寺
藤
八
郎
は
大
坂
で
越
年
、
六
月
家
康
の
上
杉
景
勝
征
伐
に
は
直
茂
も
「
関
東
御
供
ノ
用

(16) 

怠
有
之
ケ
レ
共
、
早
速
大
坂
御
打
立
御
下
国
」
と
、
佐
嘉
に
帰
っ
た
。

以
上
、
煩
を
顧
み
ず
、
豊
臣
政
権
下
の
九
州
諸
大
名
の
上
洛
参
勤
の
状
況
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
天
正
十
五
年

の
秀
吉
の
島
津
征
伐
以
後
は
、
お
そ
ら
く
九
州
全
大
名
が
京
都
・
伏
見
あ
る
い
は
大
坂
に
藩
邸
を
下
賜
さ
れ
、
か
つ
人
質
を
提
供
し
て
、

伯
年
ま
た
は
隔
年
に
参
勤
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
参
勤
交
代
の
雛
形
は
、

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

あ
る
。
ま
た
、

し
か
し
、

こ
こ
で
事
実
上
ほ
ぼ
完
全
に
出
来
て

全
国
統
一
過
程
で
発
生
す
る
国
内
の
諸
戦
争
さ
ら
に
朝
鮮
出
兵
な
ど
は
、

代
を
定
例
化
・
法
制
化
す
る
時
間
的
余
裕
を
あ
た
え
ず
、
豊
臣
政
権
の
短
命
に
よ
っ
て
徳
川
政
権
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

諸
大
名
の
参
勤
交

こ
の
時
期
の
九
州
諸
大
名
と
関
東
・
東
北
の
諸
大
名
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
天
正
十
五
年
の
島
津
征
伐
と
同
十
八
年
の

小
田
原
征
伐
・
奥
羽
平
定
と
い
う
服
属
時
期
か
ら
く
る
時
間
差
、
朝
鮮
出
兵
に
関
す
る
九
州
の
地
理
的
条
件
、
の
二
つ
が
九
州
諸
大
名
の

こ
の
た
め
、

軍
役
負
担
を
相
対
的
に
過
璽
に
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
大
々
名
の
一
っ
島
津
氏
に
し
て
か
ら
が
、
京
・
大
坂
へ
の

往
返
に
「
五
騎
・
三
騎
の
供
衆
」
と
い
う
「
見
苦
し
き
次
第
」
の
供
連
れ
で
あ
り
、
渡
鮮
の
際
も
国
許
に
兵
糧
の
オ
覚
を
依
頼
し
、
借
舟

茂
に
合
流
し
た
。
九
月
、
秀
吉
が
伏
見
城
で
歿
す
る
と
、

朝
鮮
よ
り
直
茂
．
勝
茂
と
も
に
帰
朝
し
て
十
月
博
多
に
つ
き
、

佐
嘉
へ
は
立

下
の
豊
後
橋
に
屋
敷
を
拝
領
し
た
。
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で
義
弘
ら
が
と
り
あ
え
ず
先
発
、

(17) 

い
う
程
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
状
態
は
九
州
諸
大
名
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
し
て
い
た
か
、

【
註
】

(
1
)
河
合
正
治
「
室
町
削
期
の
武
家
社
会
と
文
化
」
（
『
史
学
研
究
』
八
九
号
、
昭
和

3
8
)、
村
井
取
彦
「
義
満
と
観
阿
弥
—
同
朋
衆
論
に
よ
せ
て

|
」
（
『
金
剛
』
六

0
号
、
昭
和
39)
。

(
2
)
松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
発
展
と
そ
の
領
国
支
配
」
（
魚
澄
惣
五
郎
細
『
大
名
領
国
と
城
下
町
」
昭
和
32
、
所
収
）
。

(
3
)
小
和
田
哲
男
「
兵
農
分
離
の
歴
史
的
前
提
ー
戦
国
大
名
浅
井
氏
に
お
け
る
在
城
制
」
（
『
史
観
』
第
80
冊
、
昭
和
44)
。

(
4
)

『
三
壺
記
』
（
『
加
賀
淮
史
料
』
第
一
緬
、
昭
和
5
、
所
収
）
。

(
5
)
児
事
芳
多
「
大
名
」
（
『
日
本
の
歴
史
・

18
』
昭
和
50
、
小
学
館
）
一

0
1
―
一
ー
五
頁
、
藤
木
久
心
「
織
田
・
豊
臣
政
権
」
（
『
日
本
の
歴
史
・

15
」

昭
和
50)

二
四
一
ー
ニ
頁
。

(
6
)
『
福
山
秘
府
」
（
『
新
撰
北
海
道
史
•
第
五
巻
ー
史
料
一
」
昭
和

1
1、
所
収
）
。

(
7
)

『
貞
山
公
治
家
記
録
』
巻
之
―
―
―
十
九
（
『
伊
迄
治
家
記
録
一
・
ニ
』
昭
和
4
7
.
4
8
、
所
収
）
。

(
8
)
山
口
啓
二
『
幕
藩
制
成
立
史
の
研
究
』
（
昭
和4
9
)七
九
—
八
一
頁
。

(
9
)

『
加
賀
藩
史
料
」
第
一
糾
（
附
和
5
)
所
収
史
料
。

(10)
田
北
学
編
『
増
補
訂
正
・
編
年
大
友
史
料
』
二
七
・
ニ
八
所
収
の
「
大
友
家
文
書
録
」
他
、
I

外
山
幹
夫
『
大
友
宗
麟
』
[
(
昭
和
50)

二
八
七
ー

――
I
O
三
頁
。

(11)

『
中
川
氏
御
年
避
』
路
竺
一
（
大
分
県
竹
田
市
宣
図
書
館
所
蔵
）
。

(12)

『
島
津
国
史
」
巻
之
二
十
・
ニ
十
一
、
『
鴫
津
世
禄
記
』
巻
第
四
、
『
西
藩
野
史
』
巻
之
十
一
ー
十
三
。

(13)

『
旧
柳
川
藩
志
・
上
巻
」
（
昭
和
32)
、
『
立
花
近
代
実
録
』
、
『
立
花
家
文
享
E

』。

(14)

『
大
村
家
譜
』
巻
之
五
・
六
、
工
大
村
家
党
甚
』
。

(15)

「
松
浦
家
世
伝
』
巻
之
二
十
一
ー
ニ
十
五
、
『
家
世
続
伝
」
壱
、
『
家
世
年
表
」
一
・
ニ
。

(16)

「
藤
龍
家
譜
』
四
、
『
直
茂
公
證
』
第
四
ー
十
、
『
勝
茂
公
御
年
譜
」
一
ー
―
―
。

(17)
原
口
虎
雄
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』
（
昭
和
4
8
)
-

―
四
頁
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

「
や
う
／
＼
五
六
端
帆
の
船
十
そ
う
ほ
ど
に
て
渡
海
候
、

こ
の
点
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

あ
は
れ
を
と
ゞ
め
た
る
事
に
こ
そ
候
へ
」
と
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岡
藩

参
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代
制
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研
究
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前
稿
で
筆
者
は
、
参
勤
交
代
の
始
源
に
つ
い
て
、
い
慶
長
四
年
の
浅
野
長
政
に
よ
る
大
名
人
質
を
嘴
矢
と
す
る
証
人
制
と
の
関
連
で
み

る
説
、
回
慶
長
七
年
正
月
の
前
田
利
長
、
翌
八
年
四
月
の
池
田
輝
政
の
入
府
・
秀
忠
拝
謁
を
外
様
大
名
参
勤
の
嘴
矢
と
す
る
説
な
ど
を
あ

げ
、
参
勤
交
代
制
と
関
連
の
あ
る
大
名
証
人
制
・
家
脊
収
容
な
ど
に
ふ
れ
な
が
ら
、
参
勤
交
代
の
始
源
に
つ
い
て
の
通
説
の
修
正
を
こ
こ

ろ
み
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
。
先
ず
慶
長
八
年
は
単
な
る
外
様
大
名
の
始
源
と
い
う
よ
り
、
家
康
の
将
軍
宣
下
に
よ
っ
て
非
常
に
多
く

の
大
名
が
時
運
の
帰
趨
を
感
じ
て
参
府
す
る
江
戸
参
勤
の
第
一
の
画
期
で
あ
る
こ
と
、
慶
長
十
四
年
は
中
国
・
西
国
・
北
国
と
い
っ
た
豊

臣
方
勢
力
圏
の
大
名
に
ま
で
拡
大
し
た
江
戸
参
勤
の
第
二
の
画
期
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
元
和
元
年
、
寛
永
十
二
年
の
武
家
諸
法
度
に
よ

．．．．．．．．．． 

る
参
勤
交
代
の
制
度
化
ま
で
に
、
個
々
の
大
名
に
み
る
限
り
恒
常
的
な
実
質
を
具
備
す
る
参
勤
交
代
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
の
三
点
を
指

(
1
)
 

摘
し
た
。

し
か
し
、

が
あ
り
、

前
説
を
若
干
修
正
す
る
必
要
も
生
じ
た
が
、

こ
の
こ
と
は
『
徳
川
実
紀
』
な
ど
幕
府
関
係
史
料
を
主
に
使
用
し
た
推
論
的
見
解
で
あ
る
の
で
、
具
体
的
に
検
証
す
る
必
要

．．．． 

こ
こ
で
は
主
と
し
て
九
州
諸
大
名
の
「
御
家
譜
」
・
「
御
年
譜
」
な
ど
で
、
若
干
詳
し
く
跡
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、

そ
の
点
は
本
節
の
最
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

な
く
草
津
に
出
迎
え
て
拝
謁
し
た
。

慶
長
五
年
四
月
、
中
川
秀
成
は
上
京
し
、
徳
川
家
康
の
上
杉
景
勝
征
伐
の
先
陣
を
巾
し
出
た
が
、
家
康
よ
り
上
杉
征
伐
の
件
は
安
心
な

る
も
、
「
西
国
表
ノ
儀
御
心
元
ナ
ク
、
西
国
居
城
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
頼
」
む
旨
を
伝
え
ら
れ
た
の
で
、
七
月
石
田
三
成
ら
の
檄
に
応
ぜ
ず
、

秀
成
は
大
坂
よ
り
出
船
、
豊
後
岡
城
に
帰
っ
た
。
一
方
、
「
関
東
へ
御
加
勢
ト
シ
テ
」
巾
川
長
祐
ら
六
百
人
が
岡
城
を
発
し
て
大
坂
に
到

着
、
人
質
も
西
軍
に
と
ら
れ
て
危
難
の
折
だ
け
に
暫
く
滞
留
し
た
が
、
東
軍
戦
勝
、
家
康
上
洛
の
噂
を
き
い
て
急
ぎ
上
京
、
い
ま
だ
上
洛

し
か
し
、
家
康
が
戦
，
甲
の
中
川
氏
の
動
き
に
疑
惑
を
い
だ
い
た
た
め
、
十
月
、
秀
成
は
臼
杵
城
攻
め

徳
川
政
権
初
期
の
参
勤
交
代
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着。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

寛
永
元
年
三
月
に
岡
城
発
駕
、

で
こ
れ
を
睛
ら
し
、

た
と
み
ら
れ
る
。
翌
九
年
に
は
江
戸
厨
敷
（
芝
口
御
上
屋
敷
）
を
拝
領
、
十
年
四
月
の
秀
忠
上
洛
の
際
は
随
従
し
た
。
十
二
年
二
月
、
秀
成

が
子
久
盛
同
道
で
駿
府
の
家
康
に
参
向
す
る
と
、
将
軍
秀
忠
へ
先
ず
御
目
見
え
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
久
盛
は
江
戸
参
府
し
て
秀

忠
に
拝
謁
後
、
駿
府
の
家
康
の
も
と
に
参
向
し
た
。
十
九
年
の
江
戸
城
手
伝
普
謂
に
岡
藩
の
家
老
以
下
が
江
戸
詰
め
し
て
い
る
が
、
久
盛

も
参
勤
中
と
み
ら
れ
、
十
月
大
坂
冬
の
陣
勃
発
の
た
め
秀
忠
の
命
で
江
戸
を
発
ち
、
駿
府
で
家
康
に
拝
謁
後
、
大
坂
の
天
満
口
に
在
陣
、

十
二
月
豊
臣
・
徳
川
の
一
時
的
和
睦
で
賜
暇
を
え
て
豊
後
岡
城
に
帰
っ
た
。

翌
元
和
元
年
四
月
、
大
坂
夏
の
陣
が
起
こ
り
、
久
盛
は
再
ひ
上
坂
の
途
に
つ
く
も
、
五
月
に
瀬
戸
内
海
の
船
中
て
大
坂
落
城
の
報
に
接

し
、
大
坂
到
着
後
す
ぐ
京
都
二
条
城
で
将
軍
秀
忠
に
拝
謁
、
七
月
上
旬
頃
京
都
で
賜
暇
を
え
て
下
旬
に
帰
城
し
た
。
し
か
し
、
十
一
月
に
は

岡
城
を
発
駕
、
翌
月
駿
府
を
へ
て
参
府
、
二
年
二
月
(C.
）
江
戸
を
発
駕
し
て
三
月
帰
藩
、
十
二
月
岡
城
を
発
し
て
伏
見
滞
留
後
、
翌
三
年
三

月
江
戸
到
着
、
参
勤
御
礼
に
参
上
し
た
。
そ
の
後
の
参
勤
状
況
を
み
る
と
、
同
年
五
月
ご
ろ
江
戸
発
駕
、
京
都
滞
留
後
、
十
月
帰
城
。
四
年
十

一
月
岡
城
発
駕
、
十
二
月
伏
見
を
へ
て
江
戸
着
、
参
勤
御
礼
。
五
年
四
月
江
戸
発
駕
、
五
月
将
軍
秀
忠
上
洛
に
つ
き
京
都
滞
在
、
九
月
帰

城
。
六
年
三
月
岡
城
発
駕
、
大
坂
城
手
伝
普
請
の
た
め
滞
在
、
十
一
月
岡
城
発
駕
、
大
坂
・
伏
見
を
へ
て
閲
十
二
月
江
戸

七
年
四
月
江
戸
発
駕
、

着
、
十
二
月
江
戸
発
駕
。
五
年
正
月
婦
城
、

者
中
川
左
近
長
種
差
上
ラ
ル
、

十
一
月
岡
城
発
駕
、

五
月
帰
城
。

八
年
五
月
岡
城
発
駕
、
六
月
江
戸
着
、
七
月
参
勤
御
礼
、
日
光
参
詣
（
外
に
、
奥
方
江
戸
引
越
の

た
め
九
月
岡
城
発
駕
、
十
二
月
江
戸
芹
）
，
九
年
五
月
江
戸
発
焉
、
家
光
将
軍
宣
下
に
つ
き
京
都
滞
在
、
閏
八
月
帰
城
し
た
。

城
。
三
年
閏
四
月
、
将
軍
家
光
上
洛
に
つ
き
岡
城
発
駕
、

四
月
に
大
坂
城
手
伝
普
請
の
検
分
後
、

四
月
帰
城
、

江
戸
着
、

五
月
参
勤
御
礼
。

1

一
年
五
月
江
戸
発
駕
、
六
月
帰

五
月
京
都
齊
、
十
月
京
都
発
駕
、
十
一
月
帰
城
。
四
年
三
月
岡
城
発
駕
、
江
戸

六
年
十
一
月
江
戸
発
駕
、
十
二
月
帰

十
一
一
月
江
戸
着
、

参
勤
御
礼
。

御
献
上
御
太
刀
金
馬
代
二
鶴
、

御
拝
領
物
モ
ア
リ
」
と
い
う
か
ら
、

秀
成
自
身
は
豊
後
岡
に
在
城
巾
た
っ

秀
成
は
翌
六
年
四
月
、

岡
藩
六
万
六
千
石
の
知
行
を
許
さ
れ
た
が
、

八
年
二
月
の
家
康
将
軍
宣
下
の
際
に
は
、

さ
ら
に
自
ら
家
康
勝
利
の
歓
び
日
上
の
た
め
上
京
、
家
康
に
拝
謁
し
た
（
祠
門
）
。

「
右
御
歓
ト
シ
テ
御
使
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慶
長
五
年
十
一
月
、
細
川
忠
興
は
関
ケ
原
の
戦
功
に
よ
っ
て
、
丹
後
宮
津
よ
り
豊
前
中
津
城
三
十
二
万
石
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
翌
年
ニ

月
下
旬
よ
り
父
幽
斎
が
吉
田
で
病
気
の
由
を
聞
き
急
ぎ
上
京
し
、
一
1

一
月
に
は
大
坂
で
撼
川
家
康
に
拝
謁
、
六
月
中
津
へ
帰
城
し
た
。
な
お
、

こ
の
「
六
年
ノ
夏
、
諸
大
名
ミ
ナ
洛
二
入
ル
」
と
あ
る
の
で
、
江
戸
時
代
の
諸
大
名
の
一
般
的
上
洛
参
勤
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
忠

興
は
七
年
正
月
小
倉
築
城
に
着
手
し
、
十
一
月
に
移
城
し
た
が
、
こ
の
間
二
月
に
小
倉
を
発
っ
て
大
坂
に
着
き
家
康
に
拝
謁
、
五
月
中
津

に
帰
っ
た
。
な
お
、
同
年
に
は
江
戸
愛
宕
下
の
藪
小
路
に
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
る
。
翌
八
年
正
月
、
忠
興
は
伏
見
に
上
洛
し
て
家
康
に
拝

謁
し
、
そ
の
将
軍
宣
下
に
は
参
内
供
奉
し
て
四
月
に
帰
国
し
た
が
、
七
月
に
は
小
倉
か
ら
出
船
し
て
大
坂
に
到
着
、
家
康
に
御
礼
言
上
し

た
。
九
年
、
忠
興
は
小
倉
で
病
臥
の
た
め
忠
利
へ
の
家
督
相
続
を
願
っ
て
許
さ
れ
、
江
戸
に
人
質
と
し
て
在
っ
た
忠
利
は
帰
国
で
き
た

が
、
翌
十
年
四
月
の
秀
忠
の
将
軍
宜
下
に
は
忠
興
・
忠
利
と
も
上
洛
供
奉
し
た
。
そ
の
後
、
両
人
は
江
戸
に
参
府
し
た
よ
う
で
、

年
正
月
の
江
戸
城
普
請
に
は
忠
興
が
勤
め
、

十
三
年
の
駿
府
城
普
請
は
忠
興
が
こ
れ
を
勤
め
た
が
、
翌
十
四
年
の
忠
利
の
婚
儀
に
つ
い
て
、
忠
利
が
五
月
江
戸
で
御
礼
言
上
し
、
八

月
に
帰
国
し
た
。
十
五
年
夏
の
尾
張
名
古
屋
城
普
請
に
忠
興
も
勤
役
、
在
府
中
の
忠
利
が
名
古
屋
に
き
て
代
っ
た
の
で
、
忠
興
は
小
倉

•••••••••• 

に
帰
城
、
十
六
年
二
月
、
家
康
上
洛
の
た
め
忠
興
は
小
倉
を
出
船
、
大
坂
に
到
着
、
五
月
豊
臣
秀
頼
に
御
礼
言
上
し
、
忠
利
と
共
に
帰
国

し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
豊
臣
氏
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
。
十
七
年
は
江
戸
堀
川
直
し
に
諸
大
名
が
出
役
、
忠
興
も
勤
め
た
が
、
そ
の
後

畳
前
中
津
・
小
倉
藩

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

忠
利
は
「
御
在
江
戸
、

諸
事
御
差
図
」
を
し
た
が
、

十
月
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
て
い
る
。 十

城
。
七
年
十
月
岡
城
発
駕
、
十
二
月
江
戸
着
、
若
殿
初
拝
謁
。
八
年
正
月
年
始
御
礼
、
秀
忠
の
紅
葉
山
参
詣
に
供
奉
。
九
年
某
月
江
戸
発

駕
、
帰
城
(
9
・
）
、
六
月
加
藤
忠
広
改
易
に
よ
り
久
盛
熊
本
城
番
を
下
命
、
七
月
熊
本
着
、
十
二
月
細
川
忠
利
肥
後
入
国
に
よ
り
岡
帰
城
。

十
年
四
月
岡
城
発
駕
、
某
月
江
戸
着
。
十
一
年
二
月
、
豊
後
府
内
城
主
竹
中
重
次
改
易
、
久
盛
府
内
城
受
取
・
城
番
を
下
命
、

駕
、
三
月
府
内
城
受
取
、
五
月
家
光
上
洛
に
つ
き
府
内
城
発
駕
、
七
月
京
都
着
、
閏
七
月
岡
帰
城
、
十
月
岡
城
発
駕
、
十
一
月
江
戸
着
、

と
な
る
。

江
戸
発
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『
御
覚
書
』
に
よ
る
と
、

手
伝
普
請
場
を
へ
て
十
一
月
参
府
、

翌
年
二
月
中
津
城
に
居
城
す
る
こ
と
に
な
っ

召
し
て
茶
会
を
設
け
た
か
、
江
戸
城
の
手
伝
普
請
を
忠
興
に
も
下
命
、

か
れ
は
帰
国
し
た
と
み
ら
れ
、
翌
年
1

一
月
に
は
小
倉
を
発
っ
て
十
二
月
下
旬
江
戸
に
到
着
し
て
い
る
。
十
九
年
正
月
、
秀
忠
は
忠
興
を

こ
の
た
め
忠
利
が
三
月
木
江
戸
に
判
召
し
て
交
代
、
一
方
忠
興
は

四
月
江
戸
を
発
し
、
駿
府
を
へ
て
釦
•
]
削
に
帰
城
し
た
。
十
二
月
、
大
坂
冬
の
陣
に
は
忠
利
は
家
康
・
秀
忠
の
後
か
ら
出
発
、
大
坂
陣
所
で

家
康
に
拝
渇
、
一
方
忠
興
は
島
津
の
抑
え
に
在
国
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
島
津
氏
出
仰
り
た
め
軍
勢
九
千
余
人
、
船
五
白
艘
を
率
い
て
小
倉

よ
り
門
司
に
い
た
り
、
和
睦
の
報
せ
で
小
倉
へ
怖
城
し
た
。

元
和
元
年
正
月
、
秀
忠
は
伏
見
で
仕
間
を
申
付
け
て
江
戸
へ
帰
り
、
忠
利
も
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
た
。
大
坂
方
の
誘
い
に
忠
興
は
応
ぜ

ず
、
四
月
、
徳
川
家
奉
行
衆
よ
り
の
参
仰
催
促
に
中
心
輿
は
海
路
、
忠
利
は
陸
路
で
大
坂
に
の
ほ
っ
て
戦
い
に
従
事
し
た
。
大
坂
落
城
に
よ

っ
て
閏
六
月
忠
興
、

七
月
忠
利
か
相
次
い
で
帰
国
し
た
が
、
十
月
忠
興
は
上
洛
、
次
い
で
十
二
月
駿
府
て
家
康
に
拝
謁
し
、
江
戸
に
参
府

し
た
。
翌
二
年
二
月
、

か
れ
は
江
戸
を
発
し
て
駿
府
で
家
康
に
拝
謁
し
て
小
倉
に
帰
城
、
他
方
忠
利
が
入
れ
ち
が
い
に
中
律
城
を
発
し
て

駿
府
で
家
康
・
秀
忠
に
拝
忍
、
秀
rlr
心
と
共
に
江
戸
に
入
り
、
ト
一
月
、
忠
興
は
小
倉
を
発
し
て
江
戸
に
参
府
し
た
が
、
忠
利
は
同
月
賜
暇

を
え
て
屈
国
し
て
い
る
。
三
年
二
月
、
忠
輿
は
賜
暇
を
え
て
江
戸
発
駕
、
小
倉
に
帰
城
し
た
が
、
六
月
の
秀
忠
上
洛
に
際
し
て
は
忠
興
・

忠
利
と
も
上
京
、
一
一
条
城
で
大
小
名
の
七
夕
の
言
笈
諏
に
参
列
し
た
。
九
月
、
秀
忠
の
帰
府
に
忠
利
も
従
い
、
忠
興
は
十
月
豊
前
に
帰
国
し
た

が
、
十
月
に
は
小
倉
を
発
し
て
十
一
月
参
府
、
秀
忠
に
拝
謁
し
、
同
月
忠
利
は
賜
暇
に
よ
り
江
戸
発
駕
、
翌
月
中
律
に
帰
城
し
た
。
五
年

四
月
、
忠
興
は
賜
暇
を
え
て
江
戸
発
駕
す
る
直
前
、
幅
島
正
則
の
改
易
が
あ
り
、
帰
国
を
延
期
し
て
待
機
し
、
八
月
に
小
倉
に
帰
り
、
忠

利
は
四
月
に
巾
津
を
発
っ
て
秋
冬
ご
ろ
江
戸
に
参
府
し
た
。
六
年
四
月
、
忠
興
は
江
戸
発
駕
し
て
小
倉
に
帰
城
し
た
が
、
十
月
大
坂
城
の

発
病
し
て
隠
居
の
身
と
な
り
、

三
斎
宗
立
と
号
し
、

た
。
忠
利
は
四
月
中
沖
発
駕
・
参
府
し
て
十
二
月
中
津
に
屈
城
し
た
が
、
圏
十
二
月
忠
興
の
病
を
知
っ
て
急
ぎ
中
津
を
発
し
、
翌
七
年
正

月
江
戸
に
到
若
し
た
。
忠
利
が
小
倉
に
入
城
し
た
の
は
同
年
六
月
で
、
十
一
月
に
は
小
倉
城
を
発
し
て
十
二
月
参
府
し
た
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

「
御
隠
居
後
、
江
戸
江
一
ケ
年
代
り
に
御
父
子
様
共
二
御
参
府
也
」
と
あ
る
。

そ
こ
で
、
参
府
・
就
封
を
以
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戸
着
、
十
一
月
江
戸
発
。
五
年
正
月
中
津
着
。
六
年
十
一
月
同
発
、
七
年
八
月
同
発
、

発
、
京
都
着
、
十
月
巾
津
着
、
十
一
月
同
発
、
十
二
月
江
戸
着
。
九
年
五
月
同
発
、
中
津
着
、
某
月
同
発
、
江
戸
着
、
十
月
同
発
、
十
一

月
中
津
着
、
十
二
月
肥
後
八
代
入
城
。
十
一
年
六
月
家
光
入
洛
に
つ
き
八
代
発
、
京
都
着
、
同
発
、
八
月
八
代
着
。
十
二
年
三
月
参
府
。

一
方
、
忠
利
は
元
和
八
年
十
二
月
に
江
戸
登
城
御
礼
言
上
。
九
年
六
月
江
戸
発
、
閏
八
月
巾
津
着
。
寛
永
元
年
三
月
小
倉
発
、
大
坂
城
の

普
請
場
見
分
後
、
四
月
江
戸
着
。
二
年
四
月
同
発
、
五
月
小
倉
着
。
三
年
五
月
同
発
、
将
軍
上
洛
に
つ
き
京
都
着
、
十
月
小
倉
着
。

年
二
月
同
発
、
江
戸
着
、
十
一
月
同
発
、
十
二
月
小
倉
着
。
五
年
十
一
月
同
発
、
十
一
月
小
倉
着
。
七
年
十
一
月
同
発
、

八
年
在
府
（
？
）
。
九
年
二
月
同
発
、
三
月
小
倉
着
、
九
月
同
発
、
十
月
江
戸
着
（
認
暉
）
、
同
発
、

(
3
)
 

る。

筑
後
柳
河
藩

慶
長
五
年
九
月
、
関
ケ
原
の
戦
で
西
軍
側
に
つ
い
て
敗
れ
た
立
花
宗
茂
は
、
大
坂
よ
り
海
路
、
豊
前
に
上
陸
、
出
迎
え
た
夫
人
闇
千
代

の
援
軍
に
よ
っ
て
無
事
柳
河
に
着
城
し
た
が
、
十
月
に
は
鍋
島
直
茂
の
軍
勢
の
攻
撃
に
遭
い
、
加
藤
清
正
の
助
言
に
従
っ
て
開
城
後
、
肥

後
高
瀬
の
地
に
居
住
し
た
。
こ
こ
に
立
花
氏
は
改
易
、
代
っ
て
翌
六
年
九
月
、
三
河
岡
崎
城
主
田
中
吉
政
が
関
ケ
原
の
軍
功
に
よ
っ
て
、

柳
河
城
三
十
三
万
一
千
四
百
石
の
筑
後
の
大
領
主
と
し
て
入
封
し
た
。
吉
政
の
参
勤
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
慶
長
十
六
年
二
月
東
上

の
途
次
、
伏
見
で
歿
し
た
と
い
う
か
ら
、
参
勤
途
上
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
て
、
吉
政
の
四
男
忠
政
が
襲
封
、
元
和
元
年
の
大

坂
の
陣
で
財
政
難
と
家
臣
の
内
紛
を
鎮
定
す
る
こ
と
に
手
間
ど
っ
て
、
忠
政
は
大
坂
落
坂
後
に
漸
く
上
坂
す
る
有
様
で
、
こ
れ
が
家
康
の

不
興
を
買
い
、
田
中
氏
滅
亡
の
遠
因
と
な
っ
た
。
『
柳
河
旧
記
』
に
は
、

「
御
静
謳
に
罷
成
候
て
参
勤
、

於
駿
河
に
御
所
様
へ
御
礼
被
申
上
候
、

藤
堂
和
泉
殴
御
取
成
に
て
、

右
之
仕
合
ゆ
へ
今
度
遅
参
二

十
一
月
小
倉
着
、
十
二
月
熊
本
着
と
な

閏
八
月
中
津
着
。

四

寛
永
元
年
十
二
月
同

下
簡
潔
に
記
す
と
、
忠
興
は
元
和
八
年
十
一
月
中
津
発
、
十
二
月
江
戸
着
。
九
年
六
月
同
発
、

発
、
京
都
着
。
二
年
二
月
江
戸
着
、
十
月
同
発
、
翌
月
中
津
着
。
三
年
六
月
同
発
、
京
都
着
、
十
月
中
津
着
。
四
年
三
月
同
発
、
四
月
江

十
二
月
江
戸
着
。

九
月
中
津
着
。

八
年
八
月
同

江
戸
着
。
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関
ケ
原
の
戦
で
島
津
義
弘
は
西
軍
に
属
し
た
た
め
、

被
聞
召
分
、

忠
恒
は
賜
暇
を
え
て
婦
国
、

四
月
に
は
再
び
上
京

鹿
児
島
藩
は
危
急
存
亡
の
淵
に
立
た
さ
れ
た
が
、

義
弘
が
関
ケ
原
の
謀
主
で
な

心
中
如
在
無
之
由
被
申
上
候
へ
者
、
乍
去
親
は
左
様
之
者
二
て
無
之
候
、
以
来
嗜
候
得
と
被
仰
出
候
、
早
々
江

戸
へ
参
、
申
分
ケ
可
仕
候
由
二
て
御
暇
被
下
候
、
右
之
様
子
被
仰
入
候
に
付
、
其
段
将
軍
様
御
耳
に
立
、
駿
河
に
て
被
指
免
候
者
無

御
座
之
由
被
仰
出
、
追
付
御
礼
被
成
御
請
候
、
然
れ
と
も
右
之
遅
参
、
後
例
を
被
思
召
上
候
而
、
上
意
に
て
七
ケ
年
御
蝦
不
被
下
、

在
江
戸
被
仕
候
」

と
み
え
、
大
坂
の
陣
の
軍
役
を
果
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
、
遂
に
は
田
巾
氏
の
改
易
、
筑
後
の
地
が
欠
所
と
な
り
、
ひ
い
て

は
元
和
六
年
十
一
月
立
花
宗
茂
の
柳
河
城
主
十
万
石
余
へ
の
復
帰
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
事
情
の
な
か
に
、
軍
役
の
一
形
態
と
し
て

の
参
勤
交
代
の
性
格
が
う
か
が
え
る
。

先
き
に
慶
長
五
年
、
加
藤
清
正
に
拠
っ
て
肥
後
高
瀬
に
在
っ
た
宗
茂
は
、
同
七
年
春
畿
内
に
遊
歴
、
八
年
冬
に
は
江
戸
に
出
て
将
軍
秀

忠
に
拝
謁
し
、
九
年
書
院
番
五
千
石
、
十
一
年
奥
州
棚
倉
一
万
石
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
元
和
六
年
の
柳
河
復
帰
の
命
で
翌
七
年
二
月
江
戸

を
発
し
て
就
封
の
途
に
つ
き
、
二
月
下
旬
柳
河
に
入
城
し
た
。

こ
れ
以
後
、
立
花
氏
は
隔
年
参
勤
交
代
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
丑
卯

(
4
)
 

巳
未
酉
亥
の
年
四
月
に
参
府
、
子
寅
辰
午
申
戌
の
年
四
月
に
賜
暇
を
え
て
就
封
す
る
を
例
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

薩
摩
鹿
児
島
藩

く
、
義
久
・
忠
恒
（
家
久
）
と
も
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
と
の
弁
明
が
認
め
ら
れ
て
、
同
藩
は
旧
領
安
堵
の
う
え
再
出
発
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
関
ケ
原
の
戦
後
の
島
津
忠
恒
の
参
勤
状
況
を
み
る
に
、
か
れ
は
慶
長
七
年
八
月
鹿
児
島
を
発
し
て
兵
庫
に
い
た
り
、
十
二
月
伏
見

城
で
家
康
に
拝
謁
、
「
伏
見
二
在
テ
公
に
仕
フ
」
る
こ
と
に
な
っ
た
。
九
年
正
月
、

し
て
伏
見
城
で
家
康
に
拝
謁
し
、
八
月
帰
国
し
た
。
翌
十
年
三
月
に
は
伏
見
に
到
着
、
四
月
、
秀
忠
に
「
諸
侯
卜
共
二
伏
見
城
二
登
リ
、

将
軍
二
謁
シ
」
て
六
月
に
帰
国
、
十
一
年
四
月
に
も
同
じ
く
家
康
の
い
る
「
伏
見
二
詣
テ
述
職
ノ
礼
ヲ
行
」
な
い
、
家
康
か
ら
刀
・
馬
を

下
賜
さ
れ
て
、
忠
恒
を
家
久
と
改
め
た
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

候、
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慶
長
十
四
年
の
琉
球
征
伐
後
、
翌
十
五
年
八
月
、
家
久
は
中
山
王
尚
寧
を
率
い
て
駿
府
の
家
康
に
拝
謁
し
、
賜
暇
を
え
て
江
戸
城
に
い

た
り
将
軍
秀
忠
に
拝
謁
、
刀
ニ
・
馬
二
及
び
桜
田
邸
地
を
下
賜
さ
れ
て
、
同
月
帰
国
し
た
。

に
住
わ
せ
た
が
、

元
和
元
年
の
夏
の
陣
で
は
伏
見
城
で
家
康
に
謁
し
て
帰
国
し
た
。
家
久
は
「
駿
府
二
在
リ
述
職
」

し
、
家
康
の
歿
に
よ
っ
て
帰
国
、
三
年
三
月
上
京
し
て
二
条
城
で
秀
忠
に
拝
謁
し
、
九
月
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
た
。
五
年
、
上
京
し
て
秀

忠
の
参
内
に
随
従
し
、
九
月
帰
国
、
寛
永
元
年
冬
に
は
夫
人
・
嗣
子
・
弟
及
び
妾
を
率
い
て
江
戸
桜
田
邸
に
住
わ
せ
た
が
、
こ
れ
以
降
、

の
ち
帰
国
、

七
年
三
月
参
勤
、

諸
大
名
は
夫
人
・
嗣
子
を
江
戸
藩
邸
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
三
年
八
月
、
大
御
所
秀
忠
・
将
軍
家
光
に
従
っ
て
京
師
に
入
り
、
慇
従
の

(
5
)
 

八
年
在
府
し
た
の
ち
帰
国
、
十
一
年
七
月
家
光
の
上
洛
に
従
っ
て
家
久
も
参
内
し
た
。

肥
前
大
村
藩

こ
れ
は
人
質
で
あ
る
。
十
九
年
の
大
坂
冬
の
陣
に
は
、
家
久
は
大
軍
を
率
い
て
鹿
児
島
を
発
し
、
大
坂
に
到
着
し
て
家

翌
二
年
三
月
、

慶
長
五
年
の
関
ケ
原
の
戦
で
、
大
村
喜
前
は
石
田
三
成
の
勧
誘
に
対
し
て
、
松
浦
鎮
倍
・
有
馬
正
純
・
五
鴫
玄
雅
ら
と
会
合
、
東
軍
側

に
属
す
る
こ
と
に
決
め
、
加
藤
消
正
に
よ
る
小
西
行
長
の
宇
土
城
攻
撃
に
協
力
し
た
が
、
戦
後
は
待
川
家
康
・
秀
忠
に
伏
見
で
拝
謁
し
て

忠
節
を
称
誉
さ
れ
た
。
次
い
で
七
年
、
喜
前
は
伏
見
城
修
築
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
「
公
務
」
が
あ
り
、
弟
の
純
直
と
家
臣
大
村
純
勝
に
修
繕

さ
せ
、

こ
の
両
人
が
伏
見
城
で
家
康
に
拝
謁
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
喜
前
の
公
務
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
就
封
中
と
い
う
よ
り
は

徳
川
氏
へ
の
参
勤
巾
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
十
年
春
、
か
れ
は
子
純
頻
を
つ
れ
て
伏
見
に
参
上
し
、
家
康
・
秀
忠
に
拝
謁
、
喜
前

は
賜
暇
を
え
て
帰
城
し
た
が
、
純
頼
は
そ
の
ま
ま
滞
留
し
て
伏
見
に
あ
り
、
そ
の
後
家
康
の
駕
に
陪
従
し
て
江
戸
に
お
も
む
き
、
十
二
年

帰
城
し
た
。
同
年
二
月
、
喜
前
は
駿
府
城
の
修
築
を
命
じ
ら
れ
、
肥
前
の
地
を
離
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
の
参
勤
状
況
は
暫

慶
長
十
八
年
夏
、
家
康
は
、
在
府
中
の
喜
前
を
駿
府
に
召
寄
せ
て
、
大
村
家
の
邪
蘇
宗
門
攘
斥
の
理
由
を
本
多
正
純
に
推
問
さ
せ
、
そ

の
結
呆
長
崎
の
邪
蘇
場
屋
の
破
却
を
喜
叫
に
命
じ
て
賜
暇
を
あ
た
え
た
。
翌
年
九
月
、
喜
前
病
い
の
た
め
純
頼
が
代
っ
て
鍋
島
・
寺
沢
・

く
の
間
、
明
ら
か
で
な
い
。

康
・
秀
忠
に
拝
謁
、

十
八
年
、
家
久
は
女
弟
を
桜
田
の
桜
田
の
邸
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有
馬
・
松
浦
の
諸
氏
と
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
た
が
、
同
年
冬
に
は
大
坂
の
陣
が
勃
発
、
純
頼
は
長
崎
警
護
の
令
に
し
た
が
っ
て
上
坂
せ
ず
、

両
使
を
差
登
ら
せ
た
。
元
和
元
年
の
大
坂
夏
の
陣
で
は
兵
船
を
集
め
て
再
命
を
ま
ち
、
五
月
初
め
に
出
船
、
周
防
上
閲
で
大
坂
落
城
の
報

に
接
し
た
。
純
頼
は
大
坂
に
着
船
後
、
直
ち
に
伏
見
に
馳
せ
参
じ
て
秀
忠
に
拝
謁
し
、
さ
ら
に
京
都
で
家
康
に
拝
謁
、
家
康
の
駕
に
陪
従

し
て
駿
府
に
い
た
り
、
こ
こ
で
賜
暇
を
え
て
帰
国
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
、
幕
府
が
鎮
西
諸
国
に
大
坂
方
の
残
党
明
石
内
記
な
る
者
の
探

索
を
命
じ
た
の
に
関
連
し
て
、
純
頼
み
ず
か
ら
出
府
し
て
届
け
出
た
。
純
頼
は
三
年
九
月
、
秀
忠
か
ら
旧
領
安
堵
の
朱
印
を
う
け
、
翌
年

十
二
月
に
は
従
五
位
下
、
民
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
か
れ
が
右
の
両
年
の
何
れ
か
に
参
府
し
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
。

元
和
五
年
九
月
、
大
坂
城
修
築
の
下
命
を
う
け
た
純
頼
は
、
病
い
に
罹
り
歿
し
た
の
で
、
家
臣
大
村
純
勝
・
富
永
忠
消
が
当
時
二
歳
の
純

信
を
背
負
っ
て
出
府
、
遺
跡
相
続
を
願
う
と
共
に
、
翌
六
年
大
坂
城
の
修
築
を
お
こ
な
っ
た
。
幕
府
老
中
は
同
年
五
月
、
純
勝
・
忠
清
ら

を
呼
出
し
、
父
死
し
て
子
幼
き
は
家
断
絶
な
る
も
、
特
に
祖
父
喜
前
の
忠
貞
、
大
村
家
の
累
世
相
続
の
久
し
き
に
よ
っ
て
純
信
の
相
続
を

許
し
、
そ
の
幼
齢
の
間
は
純
勝
・
忠
清
の
両
人
が
参
勤
し
て
人
質
を
出
す
よ
う
命
じ
た
。
一
方
、
純
信
は
翌
七
年
五
月
、
初
め
て
秀
忠
に

拝
謁
し
た
が
、
秀
忠
は
汝
が
十
五
歳
に
な
っ
て
参
勤
せ
よ
と
命
じ
、
こ
の
時
賜
暇
を
え
た
純
信
は
帰
国
し
、
寛
永
七
年
十
二
月
の
参
勤
、

秀
忠
・
家
光
へ
の
拝
謁
が
そ
の
最
初
と
な
っ
た
。
こ
の
参
勤
は
純
信
十
三
歳
の
時
で
、
十
五
歳
参
府
の
命
よ
り
早
い
が
、
こ
れ
は
「
長
々

在
邑
の
儀
、
恐
あ
る
が
故
に
、
段
々
成
長
に
付
」
き
、
老
巾
に
出
府
の
可
否
を
伺
っ
て
許
可
を
得
た
の
で
あ
る
。
九
年
に
は
大
坂
城
の
手

(
6
)
 

伝
普
請
‘
+
]
年
に
は
三
代
将
軍
家
光
の
上
洛
に
純
信
は
供
奉
を
勤
め
た
。

肥
前
平
戸
藩

慶
長
五
年
の
関
ケ
原
の
戦
で
、
在
藩
中
の
松
浦
鎮
信
は
、
五
島
・
大
村
氏
ら
と
共
に
石
田
三
成
の
檄
に
応
ぜ
ず
東
軍
に
味
方
し
、
翌
七

年
東
上
し
て
家
康
に
拝
謁
、
肥
前
松
浦
．
彼
杵
郡
な
ど
六
万
三
千
1

一
百
石
を
与
え
ら
れ
た
。
七
年
八
月
、
子
の
久
信
が
伏
見
で
歿
し
た
の

で
、
鎮
信
は
孫
の
隆
信
を
後
嗣
と
し
、
八
年
二
月
本
藩
を
発
し
て
京
都
（
一
説
に
は
駿
府
）
で
梅
川
家
康
に
拝
謁
、
つ
い
で
東
上
し
て
江
戸

で
秀
忠
に
隆
信
を
初
目
見
さ
せ
て
帰
国
し
た
。
そ
の
後
の
松
浦
氏
の
江
戸
参
勤
の
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
十
四
年
隆
信
が
駿
府
に
の

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔
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人
同
道
で
駿
府
か
ら
就
封
し
た
。

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

ぼ
っ
て
家
康
に
拝
謁
後
、
江
戸
で
秀
忠
に
拝
謁
、
翌
年
京
都
を
へ
て
八
月
帰
藩
し
て
い
る
。
十
七
年
隆
信
は
東
上
し
、
駿
府
で
家
康
に
拝

謁
し
た
が
、
江
戸
で
の
秀
忠
拝
謁
の
こ
と
は
判
明
し
な
い
。
十
九
年
隆
信
は
参
府
し
た
が
、
幕
府
は
そ
の
祖
父
鎮
倍
の
病
状
悪
化
を
知
っ

そ
の
途
次
祖
父
の
訃
報
に

て
、
帰
藩
並
び
に
長
崎
の
邪
蘇
寺
の
破
却
を
命
じ
た
。
隆
信
は
駿
府
で
家
康
に
拝
謁
し
て
西
帰
を
急
い
だ
が
、

接
し
て
七
月
平
戸
に
到
着
、
九
月
長
崎
に
出
兵
後
、
十
二
月
帰
藩
し
た
。

元
和
元
年
の
大
坂
の
陣
の
際
、
隆
信
は
兵
船
を
も
っ
て
五
月
朔
日
平
戸
を
発
し
、
安
芸
蒲
刈
で
大
坂
落
城
を
知
っ
た
が
、
十
一
日
大
坂

に
到
着
、
伏
見
で
秀
忠
に
拝
謁
後
、
京
都
二
条
城
で
家
康
に
拝
謁
、

勤
、
家
光
の
上
洛
に
随
従
し
て
い
る
。
翌
寛
永
元
年
五
月
に
江
戸
参
勤
、
三
年
に
は
江
戸
在
府
し
、
六
月
将
軍
家
光
・
大
御
所
秀
忠
の
上

洛
に
随
従
し
た
。

五
年
十
一
月
に
江
戸
参
勤
、
翌
六
年
幕
府
に
領
地
僻
遠
の
た
め
参
勤
・
就
封
の
往
返
に
日
数
が
か
か
る
と
し
て
、
江
戸

届
住
の
う
え
勤
仕
し
た
い
と
願
い
出
て
許
さ
れ
、
同
年
十
一
月
賜
暇
の
際
、
幕
府
か
ら
白
銀
二
百
枚
・
時
服
・
馬
を
下
賜
さ
れ
た
。
そ
し

て
七
年
春
、
隆
伯
は
母
及
び
宗
族
等
を
率
い
て
江
戸
に
移
り
、
翌
八
年
の
正
月
•
四
月
家
光
の
日
光
廟
参
詣
に
供
奉
、
十
一
年
六
月
家
光

(
7
)
 

の
上
洛
に
随
従
し
た
。

肥
前
日
野
江
藩

ヘ
御
参
勤
、

慶
長
五
年
冬
、
有
馬
晴
信
は
子
直
純
と
同
道
し
て
大
坂
に
の
ぼ
り
、
徳
川
家
康
に
拝
謁
し
て
本
領
を
安
堵
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
直
純
は
家

康
の
御
側
に
召
さ
れ
て
駿
府
に
在
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
質
子
と
み
る
説
も
あ
る
。
そ
の
後
、
晴
侶
が
直
純
同
道
で
「
駿
府

権
現
様
へ
御
拝
謁
」
し
た
の
は
慶
長
十
六
年
八
月
で
あ
る
が
（
睛
信
は
十
八
年
歿
）
、
直
純
は
同
月
ご
ろ
駿
府
城
中
で
婚
儀
を

お
こ
な
い
、
翌
十
七
年
正
月
駿
府
で
年
始
の
御
礼
に
太
刀
・
馬
を
家
康
に
献
上
、
三
月
に
は
肥
前
日
野
江
城
四
万
石
に
封
ぜ
ら
れ
て
、
夫

直
純
は
「
其
後
江
戸
・
駿
河
へ
御
参
勤
」
後
、
十
八
年
六
月
駿
府
か
ら
帰
国
、
翌
十
九
年
春
に
増
封

と
な
っ
て
日
向
延
岡
城
に
移
っ
た
。
大
坂
冬
の
陣
で
は
家
康
・
秀
忠
よ
り
「
薩
摩
の
押
と
し
て
居
城
を
守
る
へ
き
旨
」
命
じ
ら
れ
た
が
、

七
月
賜
暇
を
え
て
平
戸
に
帰
っ
た
。

そ
の
後
の
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

ハ
年
大
坂
城
の
手
伝
普
請
を
勤
め
、

九
年
に
は
江
戸
に
参

そ
し
て
閏
六
月
鎮
伯
の
遺
刀
・
白
銀
二
千
両
な
ど
を
家
康
に
献
上
、
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延
岡
城
を
発
し
、
和
泉
堺
を
へ
て
茶
臼
山
で
家
康
に
拝
謁
、
和
睦
後
は
諸
大
名
と
共
に
賜
暇
を
え
て
帰
城
し
た
。

元
和
冗
年
の
大
坂
夏
の
陣
で
は
、
厳
命
に
よ
り
居
城
を
守
り
、
翌
二
年
「
夫
人
及
世
子
御
同
道
に
て
江
戸
・
駿
府
へ
参
勤
」
し
た
が
、

同
年
夫
婦
共
に
賜
暇
を
え
て
帰
城
し
た
。
く
だ
っ
て
寛
永
三
年
六
月
、
秀
忠
・
家
光
の
上
洛
の
際
、
直
純
は
参
内
供
奉
を
命
じ
ら
れ
た

が
、
長
病
の
た
め
子
康
純
が
上
洛
し
た
。
同
五
年
十
月
に
は
大
坂
城
普
請
に
従
事
し
、
八
年
四
月
将
軍
家
の
紅
葉
山
参
詣
の
際
は
供
奉
を

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
は
参
勤
中
と
み
ら
れ
る
。
翌
九
年
正
月
秀
忠
が
歿
し
た
時
、
嵐
純
に
白
銀
五
百
枚
、
夫
人
に
黄
金
百
枚

が
下
賜
さ
れ
、
同
年
「
諸
侯
残
ら
す
御
暇
賜
ハ
る
と
い
へ
と
も
」
、
直
純
は
願
っ
て
在
府
し
た
が
、
こ
の
時
、
「
御
妻
子
江
戸
へ
引
越
し
」
た

と
い
う
。
九
年
の
熊
本
城
主
加
藤
忠
広
の
改
易
に
際
し
て
は
、
肥
後
八
代
城
の
ニ
ノ
丸
に
在
番
し
た
が
、
そ
の
後
の
参
勤
状
況
は
明
ら
か
で

な
い
。
た
だ
島
原
の
乱
が
平
定
し
た
十
五
年
三
月
、
直
純
の
代
り
に
子
の
康
純
が
延
岡
を
発
っ
て
江
戸
へ
参
勤
、
十
八
年
四
月
の
参
勤
時

(
8
)
 

期
に
直
純
は
病
気
を
お
し
て
発
駕
し
、
大
坂
屋
敷
に
到
着
し
て
死
ん
だ
。

以
上
の
ほ
か
、
紙
数
の
関
係
で
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
肥
前
佐
嘉
・
肥
後
熊
本
・
豊
後
府
内
を
は
じ
め
九
州
諸
大
名
は
、
一
般
的
に
い
っ

て
豊
臣
系
大
名
で
、
関
ケ
原
の
戦
で
西
軍
に
属
し
て
己
れ
の
立
場
を
危
機
に
さ
ら
し
た
結
果
、
江
戸
幕
府
へ
の
対
応
は
素
早
く
、
慶
長

五
年
末
か
ら
慶
長
六
年
に
か
け
て
早
く
も
徳
川
家
康
の
も
と
に
参
勤
・
拝
謁
し
た
大
名
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
諸
大
名
は
、

大
勢
と
し
て
は
豊
臣
氏
と
の
恩
顧
・
服
従
の
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
元
和
元
年
の
大
坂
の
陣
に
よ
る
豊
臣
氏
の
滅
亡
ま
で
、

徳
川
・
豊
臣
両
勢
刀
3
中
に
あ
っ
て
、
激
し
い
動
揺
を
繰
り
か
え
し
な
が
ら
、
自
ら
の
と
る
べ
き
途
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
（
別
表
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
、
参
勤
交
代
は
態
川
氏
と
諸
大
名
と
の
間
の
主
従
関
係
を
前
提
な
い
し
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
．
‘

徳
川
氏
が
名
実
共
に
統
一
権
力
者
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
慶
長
八
年
の
家
康
・
同
十
年
の
秀
忠
の
将
軍
宣
下
は
、
そ
の

意
味
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
前
楕
で
、
慶
長
八
年
を
江
戸
時
代
の
参
勤
交
代
形
成
の
第
一
の
画
期
と
み
な
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ

る
。
秀
忠
が
将
軍
襲
職
す
る
に
及
び
、
西
国
・
中
国
の
諸
大
名
に
動
揺
を
き
た
し
、
豊
臣
氏
に
恩
顧
•
愛
着
を
感
じ
な
が
ら
も
、
江
戸
藩

邸
の
下
賜
を
願
う
も
の
が
増
加
し
た
の
は
、
ま
た
必
然
で
あ
っ
た
。
十
四
年
、
徳
川
家
康
が
西
国
・
中
国
・
北
国
の
大
名
に
も
す
べ
て
参

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔
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四
む
す
び
に
か
え
て

参
勤
交
代
制
の
研
究
⇔

勤
・
越
年
を
命
じ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
趨
勢
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
参
勤
交
代
形
成
の
第
二
の
画
期
と
な
り
、
江
戸
幕
府
は
こ
れ

を
契
機
と
し
て
政
治
・
外
交
・
経
済
面
で
統
一
権
力
と
し
て
本
格
的
に
機
能
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

が
、
元
和
匹
年
の
大
坂
の
陣
に
よ
る
豊
臣
勢
カ
一
掃
で
あ
り
、

こ
の
間
の
政
治
諸
過
程
の
な
か
に
、
将
軍
ー
大
名
の
主
従
関
係
、
参
勤
交

代
制
が
元
和
冗
年
の
武
家
諸
法
度
に
先
ず
位
懺
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

＿
註
＿

(
1
)丸
山
猫
成
「
参
勤
交
代
制
の
研
究
け
ー
そ
の
序
説
編
ー
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
•
第
二
十
号
』
昭
和

5
0
)
。

(
2
)
『
中
川
氏
御
年
譜
』
巻
三
•
四
（
大
分
県
竹
田
市
立
図
書
館
所
蔵
）
。

(
3
)

『
公
家
譜
』
ニ
ー
十
、
『
細
川
藩
譜
採
要
』
、
『
細
川
藩
譜
便
覧
』
。

(
4
)

『
旧
柳
川
藩
志
・
上
巻
』
（
昭
和
3
2
)
、
『
立
花
近
代
実
録
』
。

(
5
)

『
島
津
国
史
』
巻
之
二
十
ニ
ー
ニ
十
五
、
『
西
藩
野
史
』
巻
十
三
ー
十
六
（
『
新
薩
藩
叢
書
⇔
』
昭
和
46
、
所
収
）
。

(
6
)

『
大
村
家
譜
』
巻
之
五
・
六
、
『
大
村
家
覚
書
』
。

(
7
)

『
松
浦
家
棋
伝
』
巻
二
十
六
、
『
家
世
続
伝
』
壱
、
『
家
世
年
表
』
一
・
ニ
。

(
8
)
『
藤
原
有
馬
世
譜
』
三
•
四
゜

以
上
、
織
豊
・
偲
川
初
期
政
権
下
の
参
勤
交
代
に
つ
い
て
、

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
、

こ
れ
に
関
連
す
る
軍
役
・
普
請
役
・
証
人
制
そ
の
他
の
問
題
を
全
く
捨
象

し
た
ま
ま
素
描
し
て
き
た
が
、
参
勤
交
代
制
の
成
立
に
か
ん
す
る
従
来
の
通
説
が
否
定
な
い
し
修
正
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か

こ
の
時
期
の
各
段
階
に
お
け
る
中
央
権
力
（
豊
臣
・
癒
川
両
氏
）
と
諸
大
名
と
の
政
治
関
係

の
具
体
的
な
内
容
及
び
推
移
の
検
討
、
大
名
財
政
の
問
題
究
明
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
改
め
て
次
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。（
以
下
次
号
）

そ
れ
を
仕
上
げ
る
作
業
の
一
っ
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(I) 豊臣期大名の上洛参勤等の一覧表（主に九州大名）

大名 1居城 11天正13| 14 | 15 | 16 17 18 19 l文禄1| 2 3 4 慶長 1 2 ―-3 | 4 1 出 典
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.. 
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佐竹義宜水戸 II I ◎I◎ I 

一ユー ——•— 
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前田利家 I悶貫 ◎I◎ I◎ ◎ □•I◎• I◎△ I ◎● • •I ◎ 〇 ◎ 01° ii 加賀藩史料（第一編）

三河岡綺
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中川秀成 1豊岡後 1| ―- 1 -I - 1 | 1 転封剛（●） 1 , `―― ▲ ▲ ?I ！ いI氏御年譜（巻三）



(lI) 徳川初期大名の参勤状況一覧表（主に九州大名）

大 名 居城慶長5| 6 7 1 8 9 | 10 11 12 | 13 | 14 15 i 16 17 18 19 i元和 1| 2 3 4 

夏醤 I豊岡後 ◎●◎ 1 1 |（i;m壮° 1 10疇 I I 中川 I ! I I _lg◎□● lO●◎o1. （伏見） 。 ・__Q 
細川忠輿豊前中1中津移封凰ー◎● 交◎ ●和◎●◎ ~ば0 ― 0 ● I I X● ◎● X• 。 X ●― □●0 ◎ ● c5●麿）●0
忠利津，小倉 邑 邑 ●l邑0_ 0 ● （閉） 0●信訳） x!（予靡） •ぽ） ＿ I I（后） o◎●□ i ◎0● 0●_----
忠恒 1薩摩，他

島津（家久） 鹿児島 II - ――◎ l◎●◎●： ◎0● ◎ ' I !_ I • O•I _ー＿＿ ＿ LJ ロ□ ＿ー □•！ ◎● | （”）0● 
鍋島直茂肥前 11.□ 1° ― ◎ 

直戸麟）

一 勝茂 佐嘉 0 町） 旦＿』ー！也。 1 （駿府普請） 10 （翡）I o ●0● | 0 ● 1 。Lo ●0●（大坂普請） (”) O•I 
鎮信肥前 霰◎0●| ！ 1 

竺詞隆信 1平戸 II I 
大村喜前 1肥前 1

□ 日） I I I ◎0●I O（●）I I。◎□● □n●LJ __ J __ ----
(0) 

純頼大村
有馬晴信肥前

僅見普請）I I ?9 1(、）(9月） I I --m―- 0◎●1 二］ I □◎● -—、I I (O) 
直純 日野江 ◎ 

◎| （直純は酸府在勤）
I ＿◎ i ◎●◎0 ●-（闘）I □◎●1 ＿皇〇＿＿＿

立花宗茂
筑後
柳 河 く改易〉 1 田中吉政（不明分多し） I I 

大阪陣・参勤に遅延，

宗 義智 1対馬 1 | 1 （上京） ◎ I I ◎0● ―| — -―I □◎● ｛改易まで在府＿ ｝ 
義成 厳原 （三年ー勤） 1 ◎0●| o● 0● 

門竺忠晴 1腐胃 I I _- I I I I （記事欠落） 1初巳し出 C● 0? | 0口戸 IO （上洛）

三こ：請）＇ 翡7| ---1 8 ° I軍：洛） 1|（大::1'!I -2は什塁）。3(江戸普i)| （：府普請）1 5 - l(屈誓!)| | 7 1 8 1 9 10（駿府屋敷らl:江戸普請□出 1 0●0●［典。

:19（晶？；・… ： 。 ：ー・1（醤）？：＇10; ：|（将口洛ら；： ； 1 0 0 : ；1：原9°・:9;I。 ]:） :ヽニ；~：：年／十()←:II:；諮採要，同便覧
0●I I I I ⑳ • I - -- I °ー ［ 噂）愈 西藩野史（巻十三，十四），島津国史，他

（聾） 。I（大坂普請） 0 ● 〇 （醤） 。I＿ Q_I （京）。 1．--_ ＿ l。（大坂普請） I | i ―-- I 01 0 
噂） g 直茂公譜，勝茂公御年譜

| （埠普請） I-ー 。ぽ）1 0 | ＿ぽ）。 ： 〇● | 0 | 。I ? I ? （歴品）~ II松浦家世伝（巻二十六），家世続伝，家世年表
（純頼没） 1 |純信0● →〈15オまで参勤猶予〉 I I （大坂普請） （翌） きII大村家譜（五，六），大村家覚書

I I I （秀忠）直純1 虚 o （大坂普請） I I 。（開雷八代） I I藤原有席世藩（巻三， 四）、L花宗茂10● I (O) 
1 | （●） I （O) ! （●） （O） （●） （O） （●） （O） | -（ー・） ー^ (O) | （●） 1 (O) 立花近代実録，「旧柳川藩志」（上巻）

I -- 1 __  ！ - （将軍上洛） ― ―-＿_＿_ I― i -—-- - ？ I 
| （将軍上洛）．Io● 0● （届；邸） ． （鬱） 。 1 (彗）邑 II宗家御系譜略，対州編年略

m.。 ~.l_o（欠） 1~_Q 。 I （将軍上洛）
? 0● 。 I● 0 ● 0 | 0 ， ● 〇1改易 I I堀尾古記

麿）ば京） （大坂普請） I I （将軍上洛~ I I I I I I I II山内家四代記
〔註）※豊臣秀吉への帰服又は拝謁，◎秀吉（ I), 家康(II)への参勤・拝謁など， 0家康又は五大老（ I),秀忠(II)への参勤・拝謁，●帰国就封， □日本国内の戦争参加，△肥前名護屋参陣，▲渡鮮，（）推定の分，？不明




